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五
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

風
俗
営
業
の
許
可
の
手
続
等
（
第
六
条
―
第
二
十
六
条
）

第
二
章

風
俗
営
業
の
許
可
の
手
続
等
（
第
七
条
―
第
二
十
八
条
）

第
三
章

風
俗
営
業
の
規
制
（
第
二
十
七
条
―
第
四
十
条
）

第
三
章

風
俗
営
業
の
規
制
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
九
条
）

第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制

第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制

第
一
節

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
（
第
四
十
一
条
―
第
五
十
一
条
）

第
一
節

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
（
第
四
十
条
―
第
五
十
条
）

第
二
節

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
七
条
）

第
二
節

無
店
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型
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俗
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営
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の
規
制
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
六
条
）

第
三
節

映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条

第
三
節

映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
一
条

）

）

第
四
節

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
八
条
）

第
四
節

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
七
条
）

第
五
節

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制
（
第
六
十
九
条
―
第
七
十
四
条

第
五
節

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制
（
第
六
十
八
条
―
第
七
十
三
条

）

）

第
六
節

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
（
第
七
十
五
条
―
第
九
十
八
条
）

第
七
節

深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
（
第
九
十
九
条
―
第
百
四
条
）

第
六
節

深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
（
第
七
十
四
条
―
第
七
十
九
条

）

第
八
節

接
客
業
務
受
託
営
業
に
係
る
処
分
移
送
通
知
書
（
第
百
五
条
）

第
七
節

接
客
業
務
受
託
営
業
に
係
る
処
分
移
送
通
知
書
（
第
八
十
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
百
六
条
―
第
百
十
三
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
七
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則
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（
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

（
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安

と
い
う
。
）
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安

委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
申
請
書
又
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
申
請
書
又
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
申
請
書
又
は
届
出
書
に
係
る
営
業
所
（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
映
像
送
信

該
申
請
書
又
は
届
出
書
に
係
る
営
業
所
（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
映
像
送
信

型
性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て

型
性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て

は
、
当
該
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
。

は
、
当
該
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
百
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
事
務
所
」
と
い
う
。
）
）
の
所
在

以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
に
お
い
て
単
に
「
事
務
所
」
と
い
う
。
）
）
の
所
在

地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
申
請
書
又
は
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ

地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
申
請
書
又
は
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

一
の
公
安
委
員
会
に
対
し
て
同
時
に
二
以
上
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
つ
い
て
次

２

一
の
公
安
委
員
会
に
対
し
て
同
時
に
二
以
上
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
つ
い
て
次

の
い
ず
れ
か
の
申
請
書
又
は
届
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

の
い
ず
れ
か
の
申
請
書
又
は
届
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ら
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
又
は
事
務
所

ら
ず
、
そ
れ
ら
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

一

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書

む
。
）
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書

二

第
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

二

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
承
認
申
請
書

定
す
る
相
続
承
認
申
請
書

三

第
十
四
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

三

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
承
認
申
請
書

定
す
る
合
併
承
認
申
請
書

四

第
十
五
条
第
一
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

四

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
割
承
認
申
請
書

定
す
る
分
割
承
認
申
請
書

五

法
第
九
条
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

五

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
う
ち
、
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
又

- 2 -



む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
届
出
書
の
う
ち
、
法
第
五
条
第
一
項

は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
風
俗
営

第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
除
く
。
）
の
変
更
に
係
る
も
の

、
風
俗
営
業
者
又
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
除
く
。
）
の

変
更
に
係
る
も
の

六

法
第
十
条
の
二
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

六

法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の

営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
同
項
各
号
の
申

営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
同
項
各
号
の
申

請
書
若
し
く
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
又
は
一
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

請
書
若
し
く
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
又
は
一
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

二
以
上
の
営
業
所
に
つ
い
て
同
時
に
風
俗
営
業
者
若
し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

二
以
上
の
営
業
所
に
つ
い
て
同
時
に
風
俗
営
業
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
変
更
に

者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
変
更
に
係
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若

係
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第

し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三

三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提

条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
又

出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

は
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
の
う
ち
同
一
の
内
容

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
の
う
ち
同
一
の
内
容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
部

同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の

を
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
い
ず
れ
か
一
通
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

い
ず
れ
か
一
通
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条

削
除

（
営
業
所
内
の
照
度
の
測
定
方
法
）

（
客
席
に
お
け
る
照
度
の
測
定
方
法
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
営
業
所
内
の
照
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
客

第
四
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
客
席
に
お
け
る
照
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

室
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
客
室
の
部
分
に
お
け
る
水
平
面

場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
客
席
の
部
分
に
お
け
る
水
平
面
に
つ

に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

一

客
席
（
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
食
卓
、
椅
子
そ
の
他
の
設
備

一

客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物
を
置
く
設
備
が
あ
る
場
合

当
該
設
備
の
上
面
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及
び
当
該
設
備
を
使
用
す
る
客
が
通
常
利
用
す
る
客
室
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ

及
び
当
該
上
面
の
高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

の
条
、
第
三
十
条
の
表
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
営

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

業
の
項
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
客
室
の
部
分
に
お
い
て
客

イ

い
す
が
あ
る
客
席
に
あ
つ
て
は
、
い
す
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お

に
遊
興
を
さ
せ
る
た
め
の
客
室
（
当
該
客
室
内
の
客
席
の
面
積
の
合
計
が
当
該
客

け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

室
の
面
積
の
五
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

ロ

い
す
が
な
い
客
席
に
あ
つ
て
は
、
客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お
け
る
床
面

る
客
室
の
部
分

（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表

イ

次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
客
席
の
部
分

面
）

客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物
を
置
く
設
備
が
あ
る
場
合

当
該
設
備
の

（1）
上
面
及
び
当
該
上
面
の
高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

（2）

（1）
椅
子
が
あ
る
客
席
に
あ
つ
て
は
、
椅
子
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ

（ⅰ）
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

椅
子
が
な
い
客
席
に
あ
つ
て
は
、
客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お
け
る

（ⅱ）
床
面
（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
表
面
）

ロ

客
に
遊
興
を
さ
せ
る
た
め
の
客
室
の
部
分

二

前
号
に
掲
げ
る
客
室
以
外
の
客
室

前
号
イ
に
掲
げ
る
客
室
の
部
分

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
設
備
）

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
設
備
）

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
設
備
は

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
設
備
は

、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
状
態
）

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
状
態
）

第
四
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

以
下

第
五
条
の
二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令(
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「
令
」
と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

以
下
「
令
」
と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

状
態
は
、
カ
ー
テ
ン
そ
の
他
の
見
通
し
を
遮
る
こ
と
が
で
き
る
物
が
、
当
該
物
を
用

め
る
状
態
は
、
カ
ー
テ
ン
そ
の
他
の
見
通
し
を
遮
る
こ
と
が
で
き
る
物
が
、
当
該
物

い
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ロ
ン
ト
、
玄
関
帳
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
設
備
に
お
い

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ロ
ン
ト
、
玄
関
帳
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
設
備
に

て
客
が
従
業
者
と
面
接
し
な
い
で
そ
の
利
用
す
る
個
室
の
鍵
の
交
付
を
受
け
る
こ
と

お
い
て
客
が
従
業
者
と
面
接
し
な
い
で
そ
の
利
用
す
る
個
室
の
か
ぎ
の
交
付
を
受
け

そ
の
他
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
位
置
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る

る
こ
と
そ
の
他
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
位
置
に
取
り
付
け
ら
れ

状
態
と
す
る
。

て
い
る
状
態
と
す
る
。

（
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
）

（
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

風
俗
営
業
の
許
可
の
手
続
等

第
二
章

風
俗
営
業
の
許
可
の
手
続
等

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
六
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次

場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

法
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
第
二

九

法
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
第
二

十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第
三
十
二
条

十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五

含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号

号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第

号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第

、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

十
～
五
十
八

（
略
）

十
～
五
十
八

（
略
）

（
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

（
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基

第
八
条

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
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準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風
俗
営
業
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風
俗
営
業
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

風
俗
営
業
の
種
別

構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準

風
俗
営
業
の
種
別

構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準

法
第
二
条
第
一
項

一

客
室
の
床
面
積
は
、
一
室
の
床
面
積
を
六
十
六
平
方
メ

第
一
号
又
は
第
三

ー
ト
ル
以
上
と
し
、
ダ
ン
ス
を
さ
せ
る
た
め
の
客
室
の
部

号
に
掲
げ
る
営
業

分
の
床
面
積
を
お
お
む
ね
そ
の
五
分
の
一
以
上
と
す
る
こ

と
。

二

客
室
の
内
部
が
当
該
営
業
所
の
外
部
か
ら
容
易
に
見
通

す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

客
室
の
内
部
に
見
通
し
を
妨
げ
る
設
備
を
設
け
な
い
こ

と
。

四

善
良
の
風
俗
又
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
写
真
、
広
告
物
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
な

い
こ
と
。

五

客
室
の
出
入
口
に
施
錠
の
設
備
を
設
け
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
営
業
所
外
に
直
接
通
ず
る
客
室
の
出
入
口
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六

第
二
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所

内
の
照
度
が
五
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ

れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要
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な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

法
第
二
条
第
一
項

一
～
五

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

一
～
五

（
略
）

第
一
号
に
掲
げ
る

六

第
三
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内

第
二
号
に
掲
げ
る

六

第
二
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所

営
業

の
照
度
が
五
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ

営
業

内
の
照
度
が
五
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ

る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

七

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

八

ダ
ン
ス
の
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
又
は
設
備
を
有
し

な
い
こ
と
。

法
第
二
条
第
一
項

一

客
室
の
床
面
積
は
、
一
室
の
床
面
積
を
五
平
方
メ
ー
ト

法
第
二
条
第
一
項

一

客
室
の
床
面
積
は
、
一
室
の
床
面
積
を
五
平
方
メ
ー
ト

第
二
号
に
掲
げ
る

ル
以
上
（
客
に
遊
興
を
さ
せ
る
態
様
の
営
業
に
あ
つ
て
は

第
五
号
に
掲
げ
る

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

営
業

三
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
。

営
業

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

第
三
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内

六

第
二
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所

の
照
度
が
五
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ

内
の
照
度
が
五
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ

る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

七

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

八

ダ
ン
ス
の
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
又
は
設
備
を
有
し
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な
い
こ
と
。

法
第
二
条
第
一
項

一
～
三

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

一
～
三

（
略
）

第
三
号
に
掲
げ
る

四

第
三
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内

第
六
号
に
掲
げ
る

四

第
二
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所

営
業

の
照
度
が
十
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ

営
業

内
の
照
度
が
十
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ

る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

五

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

六

ダ
ン
ス
の
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
又
は
設
備
を
有
し

な
い
こ
と
。

六

（
略
）

七

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

一
～
三

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

一
～
三

（
略
）

第
四
号
に
掲
げ
る

四

第
三
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内

第
七
号
に
掲
げ
る

四

第
二
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所

営
業

の
照
度
が
十
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ

営
業

内
の
照
度
が
十
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ

る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

五

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

六

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ
つ

六

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
七
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ
つ

て
は
、
当
該
営
業
の
用
に
供
す
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
設

て
は
、
当
該
営
業
の
用
に
供
す
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
設

備
を
設
け
な
い
こ
と
。

備
を
設
け
な
い
こ
と
。
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七

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ

七

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ

つ
て
は
、
営
業
所
内
の
客
の
見
や
す
い
場
所
に
賞
品
を
提

つ
て
は
、
営
業
所
内
の
客
の
見
や
す
い
場
所
に
賞
品
を
提

供
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

供
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

法
第
二
条
第
一
項

一
～
三

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

一
～
三

（
略
）

第
五
号
に
掲
げ
る

四

第
三
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内

第
八
号
に
掲
げ
る

四

第
二
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所

営
業

の
照
度
が
十
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ

営
業

内
の
照
度
が
十
ル
ク
ス
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ

る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

五

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

は
振
動
の
数
値
が
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準
）

（
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
風
俗
営
業
の
許
可
申
請
の
手
続
）

（
許
可
申
請
の
手
続
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号

第
十
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記

２

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記

様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

様
式
第
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
許
可
証
の
交
付
）

（
許
可
証
の
交
付
）

第
十
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
と

第
十
一
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の

お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
申
請
者
の
提
出
し
た
許
可
申
請

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
申
請
者
の
提
出
し
た
許
可
申
請

書
に
記
載
さ
れ
た
管
理
者
が
法
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

書
に
記
載
さ
れ
た
管
理
者
が
法
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
管
理
者
に
係
る
別
記
様
式
第
四
号
の
風
俗
営
業
管
理
者

い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
管
理
者
に
係
る
別
記
様
式
第
五
号
の
風
俗
営
業
管
理
者

証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

証
（
以
下
単
に
「
管
理
者
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
通
知
の
方
法
）

（
通
知
の
方
法
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
十
三
条

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
許
可
証
再
交
付
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し

者
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
許
可
証
再
交
付
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
風
俗
営
業
の
相
続
の
承
認
の
申
請
）

（
相
続
の
承
認
の
申
請
）

第
十
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
十
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
別
記
様
式
第
六
号
の
相
続
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

、
別
記
様
式
第
七
号
の
相
続
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
相
続
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

前
項
の
相
続
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

申
請
者
が
風
俗
営
業
者
（
法
第
二
条
第
二
項
の
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
申
請
に

一

申
請
者
が
風
俗
営
業
者
（
法
第
二
条
第
二
項
の
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
申
請
に

係
る
公
安
委
員
会
の
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
七
条
第
一
項
の
承
認
（

係
る
公
安
委
員
会
の
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
七
条
第
一
項
の
承
認
（

以
下
「
風
俗
営
業
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に

以
下
「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
風

じ
。
）
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
風
俗
営
業
等

俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書

の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
一
号
。
以
下
「

類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
一
号
。
以
下
「
府
令
」
と

府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

い
う
。
）
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
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二

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
申

二

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
申

請
者
が
現
に
営
む
風
俗
営
業
に
係
る
風
俗
営
業
許
可
等
を
受
け
た
際
の
法
定
代
理

請
者
が
現
に
営
む
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
等
を
受
け
た
際
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

人
で
あ
る
場
合
（
申
請
に
係
る
風
俗
営
業
及
び
現
に
営
む
風
俗
営
業
の
い
ず
れ
に

場
合
（
申
請
に
係
る
風
俗
営
業
及
び
現
に
営
む
風
俗
営
業
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も

つ
い
て
も
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
す
る
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
な

風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
す
る
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に

い
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
府
令
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

限
る
。
）
に
は
、
府
令
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
風
俗
営
業
者
た
る
法
人
の
合
併
の
承
認
の
申
請
）

（
法
人
の
合
併
の
承
認
の
申
請
）

第
十
四
条

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
合
併
の
承
認
を
受
け
よ
う

第
十
五
条

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
合
併
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
合
併
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に

と
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
合
併
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
風
俗
営
業
者
た
る
法
人
の
分
割
の
承
認
の
申
請
）

（
法
人
の
分
割
の
承
認
の
申
請
）

第
十
五
条

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
分
割
の
承
認
を
受
け
よ
う

第
十
六
条

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
分
割
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
分
割
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に

と
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
分
割
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
相
続
等
の
承
認
に
関
す
る
通
知
）

（
相
続
等
の
承
認
に
関
す
る
通
知
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
許
可
証
の
書
換
え
の
手
続
）

（
許
可
証
の
書
換
え
の
手
続
）

第
十
七
条

法
第
七
条
第
五
項
（
法
第
七
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第
七
条
の
三
第
三
項

第
十
八
条

法
第
七
条
第
五
項
（
法
第
七
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第
七
条
の
三
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
受
け
よ

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
書
換
え
申
請
書
及
び
当
該
許
可
証
を
当
該
公

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
書
換
え
申
請
書
及
び
当
該
許
可
証
を
当
該
公

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
許
可
証
の
返
納
）

（
許
可
証
の
返
納
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
変
更
の
承
認
の
申
請
）

（
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
九
条
第
一
項
（
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
二
十
条

法
第
九
条
第
一
項
（
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

む
。
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
変
更
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
変
更
承
認
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
軽
徴
な
変
更
等
の
届
出
等
）

（
軽
徴
な
変
更
等
の
届
出
等
）

第
二
十
条

法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
（
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て

第
二
十
一
条

法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
（
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
九
条
第
三
項
に

定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

３

法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
前
の
事
項
の
記

項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
前
の
事
項
の
記

載
さ
れ
た
風
俗
営
業
管
理
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
当
該
風

載
さ
れ
た
管
理
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、
当
該
管
理
者
証

俗
営
業
管
理
者
証
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
変
更
後
の
管
理
者
が
法
第
二
十

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
変
更
後
の
管
理
者
が
法
第
二
十

四
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
速
や
か
に

四
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
速
や
か
に

、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
当
該
管
理
者
に
係
る
風
俗
営
業
管
理
者
証
を
新
た

、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
当
該
管
理
者
に
係
る
管
理
者
証
を
新
た
に
又
は
書

に
又
は
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
例
風
俗
営
業
者
に
よ
る
変
更
の
届
出
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）
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（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
二
条

第
十
六
条
の
規
定
は
法
第
九
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
、
第
十
七
条

第
二
十
三
条

第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
九
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
、
第
十
八
条

の
規
定
は
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る

の
規
定
は
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
許
可
証
の
返
納
）

（
許
可
証
の
返
納
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
す
る
許
可
証
に
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
返
納
理
由

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
す
る
許
可
証
に
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
返
納
理
由

書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
風
俗
営
業
者
の
認
定
の
基
準
）

（
特
例
風
俗
営
業
者
の
認
定
の
基
準
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

（
特
例
風
俗
営
業
者
の
認
定
申
請
の
手
続
）

（
特
例
風
俗
営
業
者
の
認
定
申
請
の
手
続
）

第
二
十
五
条

法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様

第
二
十
六
条

法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様

式
第
十
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

式
第
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
認
定
証
の
交
付
等
）

（
認
定
証
の
交
付
）

第
二
十
六
条

法
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

第
二
十
七
条

法
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

十
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第

十
二
条
の
規
定
は
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
の
規
定
は
法
第
十
条
の
二
第
七
項
又
は
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
二
条
中
「
別
記
様
式
第
五
号
の
許
可
証
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
別

記
様
式
第
十
五
号
の
認
定
証
再
交
付
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
準
用
規
定
）

第
二
十
八
条

第
十
二
条
の
規
定
は
法
第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ

い
て
、
第
十
三
条
の
規
定
は
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
第
十
条
の
二
第
七

項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
別
記
様
式
第
六
号
の
許
可
証
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の

は
、
「
別
記
様
式
第
十
六
号
の
認
定
証
再
交
付
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
三
章

風
俗
営
業
の
規
制

第
三
章

風
俗
営
業
の
規
制

（
深
夜
に
お
け
る
客
の
迷
惑
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
七
条

風
俗
営
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
深
夜
に
お
い
て

同
項
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

営
業
所
の
周
辺
に
お
い
て
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
表
示
し

た
書
面
を
営
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
当
該
書
面
を
客
に
交
付
す

る
こ
と
。

二

営
業
所
の
周
辺
に
お
い
て
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
客
に
対

し
て
口
頭
で
説
明
し
、
又
は
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
こ
と
。

三

泥
酔
し
た
客
に
対
し
て
酒
類
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

四

営
業
所
内
及
び
営
業
所
の
周
辺
を
定
期
的
に
巡
視
し
、
営
業
所
の
周
辺
に
お
い

て
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
行
い
、
又
は
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
客
の
有
無
を

確
認
す
る
こ
と
。

五

前
号
に
規
定
す
る
客
が
い
る
場
合
に
は
、
当
該
客
に
対
し
、
同
号
に
規
定
す
る
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行
為
を
取
り
や
め
、
又
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
よ
う
求
め
る
こ
と
。

２

風
俗
営
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ

＜

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
措
置
に
つ
い
て
、
従
業
員
に
対
す
る
教
育
を
行
い
、
又

は
営
業
所
の
管
理
者
に
当
該
教
育
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
帳
簿
の
備
付
け
）

第
二
十
八
条

法
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
帳
簿
に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

苦
情
を
申
し
出
た
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
（
氏
名
又
は
連
絡
先
が
明
ら
か
で
な

い
場
合
は
、
そ
の
旨
）
並
び
に
苦
情
の
内
容

二

原
因
究
明
の
結
果

三

苦
情
に
対
す
る
弁
明
の
内
容

四

改
善
措
置

五

苦
情
処
理
を
担
当
し
た
者

２

前
項
の
帳
簿
は
、
当
該
帳
簿
に
最
終
の
記
載
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
）

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁

気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を

用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
に

規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
す
る
場
合
に
は
、
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準

を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
測
定
方
法
）

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
測
定
方
法
）

第
三
十
条

法
第
十
四
条
の
営
業
所
内
の
照
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業
の

第
二
十
九
条

法
第
十
四
条
の
営
業
所
内
の
照
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業

種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
営
業
所
の
部
分
に
お
け
る

の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
営
業
所
の
部
分
に
お
け

水
平
面
に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

る
水
平
面
に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

営
業
の
種
別

営

業

所

の

部

分

営
業
の
種
別

営

業

所

の

部

分

法
第
二
条
第
一
項

法
第
二
条
第
一
項

一

ダ
ン
ス
を
さ
せ
る
た
め
の
客
室
の
部
分

第
一
号
か
ら
第
三

一

客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物
を
置
く
設
備
が
あ
る
営

第
一
号
又
は
第
三

二

客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物
を
置
く
設
備
が
あ
る
営

号
ま
で
に
掲
げ
る

業
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
上
面
及
び
当
該
上
面
の

号
に
掲
げ
る
営
業

業
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
上
面
及
び
当
該
上
面
の

営
業

高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

二

前
号
に
掲
げ
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、

三

前
号
に
掲
げ
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
客
席
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

次
に
掲
げ
る
客
席
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
客
席
の
部
分

る
客
席
の
部
分

イ

椅
子
が
あ
る
客
席

椅
子
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の

イ

い
す
が
あ
る
客
席

い
す
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の

高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

ロ

椅
子
が
な
い
客
席

客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お

ロ

い
す
が
な
い
客
席

客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お

け
る
床
面
（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て

け
る
床
面
（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
面
）

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
面
）

法
第
二
条
第
一
項

一

客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物
を
置
く
設
備
が
あ
る
営

第
二
号
、
第
五
号

業
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
上
面
及
び
当
該
上
面
の

又
は
第
六
号
に
掲

高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

げ
る
営
業

二

前
号
に
掲
げ
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
客
席
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
客
席
の
部
分

- 16 -



イ

い
す
が
あ
る
客
席

い
す
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の

高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

ロ

い
す
が
な
い
客
席

客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お

け
る
床
面
（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
面
）

法
第
二
条
第
一
項

一

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

一

（
略
）

第
四
号
又
は
第
五

二

次
に
掲
げ
る
客
席
（
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
た
め
に
設
け

第
七
号
又
は
第
八

二

次
に
掲
げ
る
客
席
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

号
に
掲
げ
る
営
業

ら
れ
た
椅
子
そ
の
他
の
設
備
及
び
当
該
設
備
を
使
用
す
る

号
に
掲
げ
る
営
業

め
る
客
席
の
部
分

客
が
通
常
利
用
す
る
客
室
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
客
席
の
部
分

イ

椅
子
が
あ
る
客
席

遊
技
設
備
に
対
応
す
る
椅
子
の

イ

い
す
が
あ
る
客
席

遊
技
設
備
に
対
応
す
る
い
す
の

座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用

座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用

す
る
部
分

す
る
部
分

ロ

椅
子
が
な
い
客
席

客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お

ロ

い
す
が
な
い
客
席

客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お

け
る
床
面

け
る
床
面

三

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ

三

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
営
業
に

つ
て
は
、
通
常
賞
品
の
提
供
が
行
わ
れ
る
営
業
所
の
部
分

あ
つ
て
は
、
通
常
賞
品
の
提
供
が
行
わ
れ
る
営
業
所
の

部
分

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
数
値
）

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
数
値
）

第
三
十
一
条

法
第
十
四
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
値
は
、
次
の
各
号

第
三
十
条

法
第
十
四
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
値
は
、
次
の
各
号
に

に
掲
げ
る
営
業
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と

掲
げ
る
営
業
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

す
る
。

る
。
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一

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
営
業

五
ル
ク
ス

一

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
営
業

五

ル
ク
ス

二

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業

十
ル
ク
ス

二

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業

十
ル
ク
ス

（
騒
音
及
び
振
動
の
測
定
方
法
）

（
騒
音
及
び
振
動
の
測
定
方
法
）

第
三
十
二
条

令
第
十
一
条
第
三
項
（
令
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
令
第
二
十
六
条
第

第
三
十
一
条

令
第
九
条
第
三
項
（
令
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
騒
音
の
測
定

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
騒
音
の
測
定
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で

に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
営
業
所
の
境
界
線
の
外
側
で
測

定
め
る
方
法
は
、
営
業
所
の
境
界
線
の
外
側
で
測
定
可
能
な
直
近
の
位
置
に
つ
い
て

定
可
能
な
直
近
の
位
置
に
つ
い
て
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七

、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
騒
音

十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
騒
音
計
を
用
い
て
行
う
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
三
一
に

計
を
用
い
て
行
う
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
三
一
に
定
め
る
騒
音
レ
ベ
ル
の
測
定
方
法

定
め
る
騒
音
レ
ベ
ル
の
測
定
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
聴
感
覚
補
正
回

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
聴
感
覚
補
正
回
路
は
Ａ
特
性
を
、
動
特
性
は
速
い

路
は
Ａ
特
性
を
、
動
特
性
は
速
い
動
特
性
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
騒
音
レ
ベ
ル
は
、

動
特
性
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
騒
音
レ
ベ
ル
は
、
五
秒
以
内
の
一
定
時
間
間
隔
及
び

五
秒
以
内
の
一
定
時
間
間
隔
及
び
五
十
個
以
上
の
測
定
値
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
時
間
率

五
十
個
以
上
の
測
定
値
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
時
間
率
騒
音
レ
ベ
ル
と
す
る
。

騒
音
レ
ベ
ル
と
す
る
。

２

令
第
十
一
条
第
三
項
の
振
動
の
測
定
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方

２

令
第
九
条
第
三
項
の
振
動
の
測
定
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法

法
は
、
営
業
所
の
境
界
線
の
外
側
で
測
定
可
能
な
直
近
の
床
又
は
地
面
（
緩
衝
物
が

は
、
営
業
所
の
境
界
線
の
外
側
で
測
定
可
能
な
直
近
の
床
又
は
地
面
（
緩
衝
物
が
な

な
く
、
表
面
が
水
平
で
あ
り
、
か
つ
、
堅
い
床
又
は
地
面
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

く
、
表
面
が
水
平
で
あ
り
、
か
つ
、
堅
い
床
又
は
地
面
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
計

計
量
法
第
七
十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
振
動
レ
ベ
ル
計
を
用
い
て
行
う
日
本
工
業

量
法
第
七
十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
振
動
レ
ベ
ル
計
を
用
い
て
行
う
日
本
工
業
規

規
格Z

八
七
三
五
に
定
め
る
振
動
レ
ベ
ル
の
測
定
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

格Z

八
七
三
五
に
定
め
る
振
動
レ
ベ
ル
の
測
定
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

て
、
振
動
感
覚
補
正
回
路
は
鉛
直
振
動
特
性
を
、
動
特
性
は
計
量
法
第
七
十
一
条
の

、
振
動
感
覚
補
正
回
路
は
鉛
直
振
動
特
性
を
、
動
特
性
は
計
量
法
第
七
十
一
条
の
条

条
件
に
合
格
し
た
動
特
性
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
振
動
レ
ベ
ル
は
、
五
秒
間
隔
及
び

件
に
合
格
し
た
動
特
性
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
振
動
レ
ベ
ル
は
、
五
秒
間
隔
及
び
百

百
個
の
測
定
値
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
間
隔
及
び
個
数
の
測
定
値
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト

個
の
測
定
値
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
間
隔
及
び
個
数
の
測
定
値
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
レ

レ
ン
ジ
の
上
端
値
と
す
る
。

ン
ジ
の
上
端
値
と
す
る
。

（
料
金
の
表
示
方
法
）

（
料
金
の
表
示
方
法
）
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第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

（
表
示
す
る
料
金
の
種
類
）

（
表
示
す
る
料
金
の
種
類
）

第
三
十
四
条

法
第
十
七
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
料
金
の
種
類
は
、
次

第
三
十
三
条

法
第
十
七
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
料
金
の
種
類
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

め
る
と
お
り
と
す
る
。

営
業
の
種
別

料

金

の

種

類

営
業
の
種
別

料

金

の

種

類

法
第
二
条
第
一
項

一

入
場
料
金
、
飲
食
料
金
そ
の
他
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ

第
一
号
に
掲
げ
る

ず
、
当
該
営
業
所
の
施
設
を
利
用
し
て
客
が
ダ
ン
ス
を
し

営
業

、
又
は
接
待
を
受
け
て
飲
食
を
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ

の
対
価
又
は
負
担
と
し
て
客
が
支
払
う
べ
き
料
金

二

サ
ー
ビ
ス
料
金
そ
の
他
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
客

が
当
該
営
業
所
の
施
設
を
利
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ

の
対
価
又
は
負
担
と
し
て
客
が
支
払
う
べ
き
料
金
で
前
号

に
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
料
金

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

第
一
号
に
掲
げ
る

第
二
号
に
掲
げ
る

営
業

営
業

法
第
二
条
第
一
項

一

入
場
料
金
、
飲
食
料
金
そ
の
他
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ

第
三
号
に
掲
げ
る

ず
、
当
該
営
業
所
の
施
設
を
利
用
し
て
客
が
ダ
ン
ス
を
し

営
業

、
又
は
飲
食
を
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
対
価
又
は
負

担
と
し
て
客
が
支
払
う
べ
き
料
金

二

サ
ー
ビ
ス
料
金
そ
の
他
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
客

- 19 -



が
当
該
営
業
所
の
施
設
を
利
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ

の
対
価
又
は
負
担
と
し
て
客
が
支
払
う
べ
き
料
金
で
前
号

に
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
料
金

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

第
二
号
又
は
第
三

第
五
号
又
は
第
六

号
に
掲
げ
る
営
業

号
に
掲
げ
る
営
業

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

第
四
号
に
掲
げ
る

第
七
号
に
掲
げ
る

営
業

営
業

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

法
第
二
条
第
一
項

（
略
）

第
五
号
に
掲
げ
る

第
八
号
に
掲
げ
る

営
業

営
業

（
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
表
示
方
法
）

（
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
表
示
方
法
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

（
遊
技
料
金
等
の
基
準
）

（
遊
技
料
金
等
の
基
準
）

第
三
十
六
条

法
第
十
九
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
料
金
に
関
す
る

第
三
十
五
条

法
第
十
九
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
料
金
に
関
す
る

基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業

当
該
営
業
所
に
設
置
す
る
次

二

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
七
条
に
規
定
す
る
営
業

当
該
営
業
所
に
設
置
す
る
次

に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
当
該
金
額
消

に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
当
該
金
額
消

費
税
等
相
当
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

費
税
等
相
当
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。
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イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２

法
第
十
九
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
賞
品
の
提
供
方
法
に
関
す
る
基

２

法
第
十
九
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
賞
品
の
提
供
方
法
に
関
す
る
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
営
業
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
物
品
を
賞
品
と
し

一

次
に
掲
げ
る
営
業
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
物
品
を
賞
品
と
し

て
提
供
す
る
こ
と
。

て
提
供
す
る
こ
と
。

イ

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業
で
遊
技
球
等
の
数
量
に
よ
り

イ

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
七
条
に
規
定
す
る
営
業
で
遊
技
球
等
の
数
量
に
よ
り

遊
技
の
結
果
を
表
示
す
る
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
も
の

当

遊
技
の
結
果
を
表
示
す
る
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
も
の

当

該
遊
技
の
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
た
遊
技
球
等
の
数
量
に
対
応
す
る
金
額
と
等

該
遊
技
の
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
た
遊
技
球
等
の
数
量
に
対
応
す
る
金
額
と
等

価
の
物
品

価
の
物
品

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
）

（
管
理
者
の
選
任
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

（
管
理
者
の
業
務
）

（
管
理
者
の
業
務
）

第
三
十
八
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、

第
三
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
が
第
七
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る

二

営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
が
第
八
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る

よ
う
に
す
る
た
め
必
要
な
点
検
の
実
施
及
び
そ
の
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
管
理
す

よ
う
に
す
る
た
め
必
要
な
点
検
の
実
施
及
び
そ
の
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
管
理
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
に
設
置

三

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
七
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
に
設
置

す
る
遊
技
機
が
第
八
条
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要

す
る
遊
技
機
が
第
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
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な
点
検
の
実
施
及
び
そ
の
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
管
理
す
る
こ
と
。

な
点
検
の
実
施
及
び
そ
の
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
管
理
す
る
こ
と
。

四

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
従
業
員
に
対
す
る
教
育
を

行
う
こ
と
そ
の
他
当
該
措
置
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

五

営
業
所
に
お
け
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
を
行
う
こ
と
。

六

法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
午
前
零
時
か
ら
同
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
そ
の
営
業
を
営
む
と

き
は
、
法
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の

記
載
に
つ
い
て
管
理
す
る
こ
と
。

七

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県

四

法
第
二
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い

の
条
例
の
規
定
に
よ
り
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
未

こ
と
と
さ
れ
る
未
成
年
者
を
営
業
所
内
で
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
未
成

成
年
者
を
営
業
所
内
で
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
未
成
年
者
に
営
業
所
か

年
者
に
営
業
所
か
ら
立
ち
退
く
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措

ら
立
ち
退
く
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

置
を
講
ず
る
こ
と
。

。
八
・
九

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

営
業
所
に
お
け
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
を
行
う
こ
と
。

十

法
第
三
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
風
俗
環
境
保
全
協
議
会
に
お
け
る
構
成
員
と

な
つ
た
場
合
に
、
当
該
協
議
会
の
活
動
に
参
画
す
る
こ
と
。

十
一

（
略
）

八

（
略
）

（
管
理
者
講
習
）

（
管
理
者
講
習
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

定
期
講
習
は
全
て
の
営
業
所
の
管
理
者(

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け

２

定
期
講
習
は
す
べ
て
の
営
業
所
の
管
理
者(

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受

た
風
俗
営
業
者
の
当
該
認
定
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
で
あ
つ
て
当
該
営
業
所
の
管

け
た
風
俗
営
業
者
の
当
該
認
定
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
で
あ
つ
て
当
該
営
業
所
の
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理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
後
定
期
講
習
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。)

に

管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
後
定
期
講
習
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。)

つ
い
て
当
該
営
業
所
の
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
日
か
ら
お
お
む
ね
三
年
ご
と
に

に
つ
い
て
当
該
営
業
所
の
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
日
か
ら
お
お
む
ね
三
年
ご
と

一
回
、
処
分
時
講
習
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
風
俗
営
業
の
全

に
一
回
、
処
分
時
講
習
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
風
俗
営
業
の

部
又
は
一
部
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
当
該
営
業
所
の
管
理
者
に
つ
い
て
当
該

全
部
又
は
一
部
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
当
該
営
業
所
の
管
理
者
に
つ
い
て
当

処
分
の
日
か
ら
お
お
む
ね
一
年
以
内
に
一
回
、
臨
時
講
習
は
善
良
の
風
俗
若
し
く
は

該
処
分
の
日
か
ら
お
お
む
ね
一
年
以
内
に
一
回
、
臨
時
講
習
は
善
良
の
風
俗
若
し
く

清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
し
又
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止

は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
し
又
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防

す
る
た
め
管
理
者
講
習
を
行
う
必
要
が
あ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
当
該
事
情

止
す
る
た
め
管
理
者
講
習
を
行
う
必
要
が
あ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
当
該
事

に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
に
つ
い
て
そ
の
必
要
の
都
度
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
す

情
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
に
つ
い
て
そ
の
必
要
の
都
度
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と

る
。

す
る
。

３

管
理
者
講
習
は
、
そ
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、

３

管
理
者
講
習
は
、
そ
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講

習
時
間
行
う
も
の
と
す
る
。

習
時
間
行
う
も
の
と
す
る
。

管
理
者
講
習

管
理
者
講
習

の
種
別

講

習

事

項

講
習
時
間

の
種
別

講

習

事

項

講
習
時
間

定
期
講
習

一

（
略
）

（
略
）

定
期
講
習

一

（
略
）

（
略
）

二

法
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条

二

法
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条

に
規
定
す
る
管
理
者
の
業
務
を
適
正
に
実
施

に
規
定
す
る
管
理
者
の
業
務
を
適
正
に
実
施

す
る
た
め
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る

す
る
た
め
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

４

管
理
者
講
習
は
、
そ
の
種
別
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
ご

４

管
理
者
講
習
は
、
そ
の
種
別
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
ご

と
に
区
分
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
た
講
習
計
画
に
基
づ
き
、
教
本
、
視
聴
覚
教

と
に
区
分
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
た
講
習
計
画
に
基
づ
き
、
教
本
、
視
聴
覚
教
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材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
営
業
（
次
号
に
該
当
す
る
も

二

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
営
業
（
次
号
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

三

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業

三

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
七
条
に
規
定
す
る
営
業

（
管
理
者
講
習
の
通
知
等
）

（
管
理
者
講
習
の
通
知
等
）

第
四
十
条

公
安
委
員
会
は
、
管
理
者
講
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
管
理
者

第
三
十
九
条

公
安
委
員
会
は
、
管
理
者
講
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
管
理

講
習
の
実
施
予
定
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
当
該
管
理
者
講
習
を
行
お
う
と
す
る

者
講
習
の
実
施
予
定
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
当
該
管
理
者
講
習
を
行
お
う
と
す

管
理
者
に
係
る
風
俗
営
業
者
に
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
管
理
者
講
習
通
知
書
に
よ

る
管
理
者
に
係
る
風
俗
営
業
者
に
、
別
記
様
式
第
十
七
号
の
管
理
者
講
習
通
知
書
に

り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制

第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制

第
一
節

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制

第
一
節

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

第
四
十
一
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

第
四
十
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十

十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
四
十
二
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
店
舗
型
性
風

第
四
十
一
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十

俗
特
殊
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十

八
号
の
と
お
り
と
し
、
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
別

九
号
の
と
お
り
と
し
、
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
別

記
様
式
第
十
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

記
様
式
第
二
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

第
四
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の

第
四
十
二
条

法
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の

様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

第
四
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「

第
四
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二

十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

２

公
安
委
員
会
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認

い
て
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認

書
を
交
付
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
別
記
様
式

書
を
交
付
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
別
記
様
式

第
二
十
二
号
の
届
出
確
認
書
不
交
付
通
知
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
号
の
届
出
確
認
書
不
交
付
通
知
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
再
交
付
）

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
再
交
付
）

第
四
十
五
条

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該

第
四
十
四
条

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
を
亡
失
し
、
又
は
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
を
亡
失
し
、
又
は
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

営
業
届
出
確
認
書
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
届
出

営
業
届
出
確
認
書
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
様
式
第
二
十
四
号
の
届
出

確
認
書
再
交
付
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

確
認
書
再
交
付
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

届
出
確
認
書
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
出
確
認
書
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
返
納
）

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
返
納
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

（
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
）

（
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
法
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
十

３

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
法
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
十
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八
歳
未
満
の
者
が
そ
の
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
文
言
を
営
業
所
の

八
歳
未
満
の
者
が
そ
の
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
文
言
を
営
業
所
の

入
口
に
表
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
店
舗
型

入
り
口
に
表
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
店
舗

性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
そ
の
営
業
に
つ
き
当
該
営
業
所
の
入
口
周
辺
又
は
内

型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
そ
の
営
業
に
つ
き
当
該
営
業
所
の
入
り
口
周
辺
又

部
に
表
示
す
る
広
告
物
に
そ
の
旨
の
文
言
又
は
前
項
に
規
定
す
る
標
示
を
表
示
し
な

は
内
部
に
表
示
す
る
広
告
物
に
そ
の
旨
の
文
言
又
は
前
項
に
規
定
す
る
標
示
を
表
示

い
こ
と
が
で
き
る
。

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
四
十
八
条

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
表
示

第
四
十
七
条

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
表
示

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
標
章
の
貼
付
け
手
続
）

（
標
章
の
は
り
付
け
手
続
）

第
四
十
九
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の
貼
付
け
は
、
法
第
三
十

第
四
十
八
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の
は
り
付
け
は
、
法
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
止
の
命
令
が
あ
つ
た
後
速
や
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
止
の
命
令
が
あ
つ
た
後
速
や
か
に
す
る
も
の
と
す
る

。

（
標
章
の
取
り
除
き
申
請
手
続
）

（
標
章
の
取
り
除
き
申
請
手
続
）

第
五
十
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
別

第
四
十
九
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、

記
様
式
第
二
十
四
号
の
標
章
除
去
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
標
章
除
去
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
五
十
一
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
（
次

第
五
十
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
（
次
項

項
に
お
い
て
「
標
章
除
去
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
の
標

に
お
い
て
「
標
章
除
去
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
標
章

章
除
去
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

除
去
申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
節

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制

第
二
節

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）
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第
五
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様

第
五
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様

式
第
二
十
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

式
第
二
十
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
五
十
三
条

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届

第
五
十
二
条

第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届

出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
店
舗
型
性
風

出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
中
「
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
、
同
条
第
一
項
中

俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
、
同
条
第
一
項
中

「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
と
、
「
別
記
様

「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
と
、
「
別
記
様

式
第
十
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

式
第
二
十
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

第
五
十
四
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書

第
五
十
三
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書

類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

第
五
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
無

第
五
十
四
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
無

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三

十
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出

２

第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届

書
で
あ
つ
て
受
付
所
を
設
け
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合

出
書
で
あ
つ
て
受
付
所
を
設
け
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
提
出
が
あ
つ
た
場

に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
再

合
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書

交
付
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
の
規
定
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書

の
再
交
付
に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出

の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
店

確
認
書
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
第
二
項

舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
あ
る
の
は
「
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
あ
る
の
は
「
無
店
舗
型
性
風
俗
特
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届
出
確
認
書
」
と
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条

殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

第
五
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
五
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
は
、
別

を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
は
、
別

記
様
式
第
三
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

記
様
式
第
三
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
五
十
七
条

第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
五
十
六
条

第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
客
と
な
つ
て
は
な

す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
客
と
な
つ
て
は
な

ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

四
十
七
条
第
二
項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
付

四
十
六
条
第
二
項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
付

所
を
設
け
て
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
を
営
む
者
」
と
、
「
営
業
所
周
辺
」

所
を
設
け
て
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
を
営
む
者
」
と
、
「
営
業
所
周
辺
」

と
あ
る
の
は
「
受
付
所
周
辺
」
と
、
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の

と
あ
る
の
は
「
受
付
所
周
辺
」
と
、
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の

名
称
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
営
業
に
係
る
法

名
称
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
営
業
に
係
る
法

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
呼
称
又
は
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
呼
称
又
は
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号

の
営
業
で
あ
る
旨
」
と
、
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地
」

の
営
業
で
あ
る
旨
」
と
、
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
受
付
所
の
所
在
地
」
と
、
「
そ
の
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
そ

と
あ
る
の
は
「
当
該
受
付
所
の
所
在
地
」
と
、
「
そ
の
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
そ

の
受
付
所
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
法
第
二

の
受
付
所
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
法
第
二

十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
所
を
設
け
て
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営

十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
所
を
設
け
て
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営

業
を
営
む
者
が
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
二
十
八

業
を
営
む
者
が
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
二
十
八

条
第
十
項
」
と
、
「
そ
の
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
受
付
所
」
と
、
「
営
業
所

条
第
十
項
」
と
、
「
そ
の
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
受
付
所
」
と
、
「
営
業
所

の
入
口
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
所
の
入
口
」
と
、
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

の
入
り
口
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
所
の
入
り
口
」
と
、
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
営
業
」
と
、
「
当
該
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
付
所

営
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
営
業
」
と
、
「
当
該
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
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」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

付
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

２

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

法
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

法
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
四
十
九
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第

３

第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の
貼
付
け
に

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の
は
り
付

つ
い
て
、
第
五
十
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の

け
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三

六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お

十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
五
十
一
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び

請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
五
第

法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項

よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

十
九
条
中
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
又

て
、
第
四
十
八
条
中
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
五

は
法
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
と
、
第
五
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第

第
一
項
又
は
法
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
と
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一

三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第

号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三

三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、

項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第

同
項
第
二
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条

一
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法

の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条

第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る

第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三

の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準

号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

第
三
節

映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制

第
三
節

映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

第
五
十
八
条

法
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様

第
五
十
七
条

法
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
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式
第
三
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

式
第
三
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
五
十
九
条

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
五
十
八
条

第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
映

場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
映

像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
と
あ

像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
と
あ

る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
と
、
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
と
、
「
別
記
様
式
第
二
十
号
」
と
あ
る
の
は
「

別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

第
六
十
条

法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第

第
五
十
九
条

法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二

三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
二

第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十

号
の
と
お
り
と
す
る
。

三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

第
六
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二

第
六
十
条

法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第

第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出

四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確

確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

第
四
十
五
条
の
規
定
は
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
再
交
付
に

２

第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
再
交
付

つ
い
て
、
第
四
十
六
条
の
規
定
は
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
の
返

に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書

納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」

の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
前

と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
」
と
読
み

条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
」
と
読

替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）
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第
六
十
二
条

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い

第
六
十
一
条

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
客
と
な
つ

て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
客
と
な
つ

て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い

２

第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知

書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
節

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制

第
四
節

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

第
六
十
三
条

法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記

第
六
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記

様
式
第
三
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

様
式
第
三
十
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
六
十
四
条

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準

第
六
十
三
条

第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
店

合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗

舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

第
六
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第

第
六
十
四
条

法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第

三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
五

三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
六

号
の
と
お
り
と
す
る
。

号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

第
六
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第

第
六
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第

四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認

四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
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書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
届
出
書
の
提
出

２

第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
届
出
書
の
提

が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届

出
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

出
確
認
書
の
再
交
付
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
の
規
定
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
届
出
確
認
書
の
再
交
付
に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
店
舗
型
電
話
異
性

業
届
出
確
認
書
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条

紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

第
二
項
中
「
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二

十
三
条
第
二
項
中
「
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
店
舗
型
性
風
俗

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
店
舗
型

特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書

性
風
俗
特
殊
営
業
届
出
確
認
書
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出

」
と
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

確
認
書
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
第
二

い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
九
項
の
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

（
法
第
二
条
第
九
項
の
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
措
置
）

認
す
る
た
め
の
措
置
）

第
六
十
七
条

法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措

第
六
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措

置
は
、
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

置
は
、
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
都
度
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者

そ
の
都
度
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
措
置
と
す
る
。

確
認
す
る
措
置
と
す
る
。

一

申
込
者
か
ら
、
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

一

申
込
者
か
ら
、
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
そ
の
他
の
当
該
申
込
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条

証
そ
の
他
の
当
該
申
込
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
「
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
当
該
申
込
者
の

及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
「
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
当
該
申
込
者
の

年
齢
又
は
生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
部
分
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
及

年
齢
又
は
生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
部
分
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
及

び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
写
し
」
と
い
う
。
）
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に

び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
単
に
「
写
し
」
と
い
う
。
）
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に

よ
り
受
信
す
る
こ
と
。

よ
り
受
信
す
る
こ
と
。
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二

（
略
）

二

（
略
）

三

申
込
者
か
ら
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
込
者
が
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
た

三

申
込
者
か
ら
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
込
者
が
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
た

識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
「
識
別
番

識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
「
識
別
番

号
等
」
と
い
う
。
）
の
告
知
を
受
け
る
こ
と
。

号
等
」
と
い
う
。
）
の
告
知
を
受
け
る
こ
と
。

２

識
別
番
号
等
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
、
識
別
番
号
等
の
付
与
を
受
け
よ
う
と

２

識
別
番
号
等
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
、
識
別
番
号
等
の
付
与
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
「
識
別
番
号
等
付
与
希
望
者
」

す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
「
識
別
番
号
等
付
与
希
望
者
」

と
い
う
。
）
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
第
二
号
に
掲

と
い
う
。
）
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
第
二
号
に
掲

げ
る
方
法
（
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
を

げ
る
方
法
（
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
を

除
く
。
）
に
よ
り
確
認
し
た
上
で
、
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

除
く
。
）
に
よ
り
確
認
し
た
上
で
、
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者

一

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
、
十
八
歳
以

ロ

当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
、
十
八
歳
以

上
で
あ
る
者
に
対
し
て
識
別
番
号
等
を
付
与
し
、
及
び
法
第
二
条
第
九
項
に
規

上
で
あ
る
者
に
対
し
て
識
別
番
号
等
を
付
与
し
、
及
び
法
第
二
条
第
九
項
に
規

定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
告
知
し
た
識
別
番
号
等
が
自
ら
付
与
し
た

定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
告
知
し
た
識
別
番
号
等
が
自
ら
付
与
し
た

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
回
答

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
回
答

す
る
業
務
（
以
下
「
識
別
番
号
付
与
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
で
あ
つ

す
る
業
務
（
以
下
「
識
別
番
号
付
与
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
で
あ
つ

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
も
の

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
も
の

（
略
）

（
略
）

（1）

（1）

そ
の
役
員
（
理
事
、
監
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、

そ
の
役
員
（
理
事
、
監
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、

（2）

（2）

顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人

顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人

に
対
し
理
事
、
監
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有

に
対
し
理
事
、
監
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
又
は
識
別
番
号
付
与
等
業
務
に
従

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
又
は
識
別
番
号
付
与
等
業
務
に
従

事
さ
せ
よ
う
と
す
る
職
員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ

事
さ
せ
よ
う
と
す
る
職
員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
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と
。

と
。

（
略
）

（
略
）

（ｉ）

（ｉ）

法
に
基
づ
く
処
分
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
一
条
の
二

法
に
基
づ
く
処
分
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

（ⅱ）

（ⅱ）

十
五
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
に
係
る
処
分
を
除
く
。
）
を
受
け

に
係
る
処
分
を
除
く
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が

い
者
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
若
し
く

処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
若
し
く
は
場
所
が
公
示
さ
れ
た
日
又
は
弁
明
の

は
場
所
が
公
示
さ
れ
た
日
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
通
知
が
な
さ
れ
た

機
会
の
付
与
の
通
知
が
な
さ
れ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員

日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他

を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
て
業
務

を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
て
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役

を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め

以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
た

ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当
該
処
分
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

者
で
当
該
処
分
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。

年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

）
・

（
略
）

・

（
略
）

（3）

（4）

（3）

（4）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
六
十
八
条

第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準

第
六
十
七
条

第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
そ
の
営
業
所
に

用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
そ
の
営
業
所
に

立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
及
び
十
八
歳
未
満
の
者
が
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一

立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
及
び
十
八
歳
未
満
の
者
が
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る

項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る

方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
店
舗

方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
店
舗

型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営

型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
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む
者
」
と
、
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の
名
称
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特

む
者
」
と
、
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の
名
称
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特

殊
営
業
の
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
所
の
名
称
」

殊
営
業
の
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
所
の
名
称
」

と
、
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電

と
、
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電

話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特

話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特

殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
、
「
法
第
二
十
八
条
第

殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
、
「
法
第
二
十
八
条
第

十
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
八
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
八
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

２

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
四
十
九
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の
貼

３

第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の

付
け
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ

は
り
付
け
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の

る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
五
十
一
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三

十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す

場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
中
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
中
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
と
、
第
五
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二

「
法
第
三
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
と
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
三

項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第

十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
二
項
第
一
号
」

二
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
六

と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十

第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る

一
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三

の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
二
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
二
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
五
節

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制

第
五
節

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
開
始
の
届
出
）

第
六
十
九
条

法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記

第
六
十
八
条

法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記

- 35 -



様
式
第
三
十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

様
式
第
三
十
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
七
十
条

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
六
十
九
条

第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準

す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
無

の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
と
あ

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
と

る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
と
、
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
と
、
「
別
記
様
式
第
二
十
号
」
と
あ
る
の
は

別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
別
記
様
式
第
二
十
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

（
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
）

第
七
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の

第
七
十
条

法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二

二
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三

第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十

十
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
交
付
等
）

第
七
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の

第
七
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届

二
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届

出
確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

出
確
認
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

第
四
十
五
条
の
規
定
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
再
交
付
に

２

第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
再
交
付

つ
い
て
、
第
四
十
六
条
の
規
定
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の
返

に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
届
出
確
認
書
の

納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」

返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条

と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
」
と
読
み

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
」
と
読

替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
十
項
の
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
等
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を

（
法
第
二
条
第
十
項
の
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
等
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
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確
認
す
る
た
め
の
措
置
）

確
認
す
る
た
め
の
措
置
）

第
七
十
三
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）

２

識
別
番
号
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
が
、
識
別
番
号
等
付
与
希

２

識
別
番
号
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
が
、
識
別
番
号
等
付
与
希

望
者
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
第
六
十
七
条
第
二
項

望
者
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
第
六
十
六
条
第
二
項

第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
（
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
六
十
七
条
第
二

第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
（
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
六
十
六
条
第
二

項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
確
認
し
た
上
で
、
付
与
す
る
も
の

項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
確
認
し
た
上
で
、
付
与
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
、
十
八
歳
以

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
の
委
託
を
受
け
て
、
十
八
歳
以

上
で
あ
る
者
に
対
し
て
識
別
番
号
等
を
付
与
し
、
及
び
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定

上
で
あ
る
者
に
対
し
て
識
別
番
号
等
を
付
与
し
、
及
び
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定

す
る
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
受

す
る
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
告
知
し
た
識
別
番
号
等
が
自
ら
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど

け
よ
う
と
す
る
者
が
告
知
し
た
識
別
番
号
等
が
自
ら
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
を
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
回
答
す
る
業
務
を
行
う

う
か
を
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
回
答
す
る
業
務
を
行
う

者
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
も
の

者
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
も
の

イ

第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
事
項

イ

第
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
事
項

（1）

（3）

（1）

（3）

ロ

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
と
の
委
託
に
係
る
契
約
に
お

ロ

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
と
の
委
託
に
係
る
契
約
に
お

い
て
第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
い

い
て
第
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
い

（3）

（3）

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
七
十
四
条

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
お

第
七
十
三
条

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
法
第
三

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
未
満
の
者
が
法
第
三

十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
て
は
な
ら
な
い

十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
て
は
な
ら
な
い

旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

旨
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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２

第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

２

第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通

知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
節

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
規
制
等

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
技
術
上
の
基
準
）

第
七
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
一

号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

客
室
の
床
面
積
は
、
一
室
の
床
面
積
を
三
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

と
。

二

客
室
の
内
部
に
見
通
し
を
妨
げ
る
設
備
を
設
け
な
い
こ
と
。

三

善
良
の
風
俗
若
し
く
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
し
、
又
は
少
年
の
健
全
な
育
成

に
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
写
真
、
広
告
物
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
を
設
け

な
い
こ
と
。

四

客
室
の
出
入
口
に
施
錠
の
設
備
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
営
業
所
外
に
直

接
通
ず
る
客
室
の
出
入
口
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

第
九
十
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内
の
照
度
が
十
ル
ク
ス

以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

六

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又
は
振
動
の
数
値
が
法
第

三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

定
め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

（
ホ
テ
ル
等
内
適
合
営
業
所
の
基
準
）

- 38 -



第
七
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
階
の
当
該
営
業
所
以
外
の
部
分
並
び
に
当
該
階
の
直
上

階
（
当
該
営
業
所
が
最
上
階
に
設
け
ら
れ
る
場
合
は
屋
上
）
の
当
該
営
業
所
の
直

上
の
部
分
及
び
直
下
階
の
当
該
営
業
所
の
直
下
の
部
分
を
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
ホ
テ
ル
営
業
若
し

く
は
旅
館
営
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
等
営
業
者
」
と
い

う
。
）
又
は
風
俗
営
業
者
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
若
し
く
は
深
夜
に
お
い
て

酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
若
し
く
は
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が
管
理
す
る
こ
と
。

二

バ
ル
コ
ニ
ー
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
通
じ
る
出
入
口

に
二
重
扉
を
設
け
る
こ
と
。

三

非
常
の
場
合
を
除
き
、
営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
施
設
の
う
ち
ホ
テ
ル
等
営
業
者

が
管
理
す
る
部
分
を
通
じ
て
の
み
客
（
客
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
営
業
所
に
出
入
り
で
き
る
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

営
業
所
へ
の
客
の
出
入
り
を
ホ
テ
ル
等
営
業
者
が
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

五

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
旅
館
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
営
業
又

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
に
係
る
施
設
が
法
第
二
条
第
六
項
第
四
号

に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
申
請
の
手
続
）

第
七
十
七
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。
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２

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営

業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る

。（
許
可
証
の
交
付
）

第
七
十
八
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
許
可
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
四
号
の

風
俗
営
業
管
理
者
証
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
様
式
第
四
十
三
号
の
特
定
遊
興
飲
食

店
営
業
管
理
者
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
通
知
の
方
法
）

第
七
十
九
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
八
十
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
相
続
の
承
認
の
申
請
）

第
八
十
一
条

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
風
俗
営
業
者
（
法

第
二
条
第
二
項
の
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
の
法
第
三
条
第

一
項
の
許
可
又
は
法
第
七
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
風
俗
営
業
許
可
等
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
（
法
第
二
条
第
十
二
項
の
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

- 40 -



者
で
あ
つ
て
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
の
法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
許
可
又
は
法

第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
特

定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
等
」
と
、
「
第
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
府
令
第
一
条
第
五
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
風
俗
営
業
許
可

等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
等
」
と
、
「
第
一
条
第
六
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
府
令
第
一
条
第
六
号
」
と
、
同
項
第
三

号
中
「
第
一
条
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
府
令
第
一

条
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
た
る
法
人
の
合
併
の
承
認
の
申
請
）

第
八
十
二
条

第
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
合
併
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
一

条
第
四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
府
令
第
一
条
第
四

号
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
た
る
法
人
の
分
割
の
承
認
の
申
請
）

第
八
十
三
条

第
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
分
割
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
一

条
第
四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
府
令
第
一
条
第
四

号
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
相
続
等
の
承
認
に
関
す
る
通
知
）

第
八
十
四
条

第
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
一
項
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
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よ
る
相
続
等
の
承
認
に
関
す
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
許
可
証
の
書
換
え
の
手
続
）

第
八
十
五
条

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
五
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二

第
三
項
又
は
第
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
許
可
証
の
返
納
）

第
八
十
六
条

第
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
八
十
七
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
変
更
承
認

申
請
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
変
更
承
認
申
請
書
に
は
、
府
令
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
府
令
第
一

条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
徴
な
変
更
等
の
届
出
等
）

第
八
十
八
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号

の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
条
第
三
項
第
一
号
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
変
更
が
あ
つ
た

日
か
ら
十
日
（
当
該
変
更
が
法
人
の
名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
役
員
の
氏
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名
若
し
く
は
住
所
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
）
以
内
に
、
同

項
第
二
号
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
一

月
（
当
該
変
更
が
照
明
設
備
、
音
響
設
備
又
は
防
音
設
備
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に

掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
前
の

事
項
の
記
載
さ
れ
た
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
管
理
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
併
せ
て
、
当
該
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
管
理
者
証
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
変
更
後
の
管
理
者
が
法
第
三
十

一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
当

該
管
理
者
に
係
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
管
理
者
証
を
新
た
に
又
は
書
き
換
え
て
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
に
よ
る
変
更
の
届
出
）

第
八
十
九
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

条
第
二
項
中
「
十
日
（
当
該
変
更
が
法
人
の
名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
役

員
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
）
以
内

に
、
同
項
第
二
号
に
係
る
届
出
書
に
あ
つ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
変
更
が
あ
つ
た
日

か
ら
一
月
（
当
該
変
更
が
照
明
設
備
、
音
響
設
備
又
は
防
音
設
備
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
日
以
内
」
と
読
み
替
え
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る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
九
十
条

第
十
六
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
証

の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
許
可
証
の
返
納
）

第
九
十
一
条

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
の
基
準
）

第
九
十
二
条

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
申
請
の
手
続
）

第
九
十
三
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
認
定
証
の
交
付
等
）

第
九
十
四
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
三
項

に
規
定
す
る
認
定
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
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二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
十
二
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

証
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
中
「
別
記
様
式

第
五
号
の
許
可
証
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
様
式
第
十
五
号
の
認
定

証
再
交
付
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
測
定
方
法
）

第
九
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
営
業
所

内
の
照
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

営
業
所
の
部
分
に
お
け
る
水
平
面
に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

一

客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物
を
置
く
設
備
が
あ
る
場
合

当
該
設
備
の
上
面

及
び
当
該
上
面
の
高
さ
に
お
け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ

椅
子
が
あ
る
客
席
に
あ
つ
て
は
、
椅
子
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お

け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

ロ

椅
子
が
な
い
客
席
に
あ
つ
て
は
、
客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お
け
る
床
面

（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表

面
）

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
数
値
）

第
九
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
国
家
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
照
度
の
数
値
は
、
十
ル
ク
ス
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）
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第
九
十
七
条

第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
２

第
三
十
八
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
場
合
に
お
い
て
、
午
前
零
時
か
ら
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
と

き
ま
で
の
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
法
第
二
十
二
条
第

一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」

と
、
同
条
第
九
号
中
「
接
待
飲
食
等
営
業
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
三
十
九
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
者
に
対

す
る
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
風
俗
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十

一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
特
定

遊
興
飲
食
店
営
業
者
」
と
、
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
風
俗
営

業
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
遊

興
飲
食
店
営
業
」
と
、
同
条
第
三
項
の
表
定
期
講
習
の
項
中
「
法
第
二
十
四
条
第
三

項
及
び
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
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条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
六
号
」
と

あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
四
十
六
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
九
十
八
条

第
二
十
七
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
が
講
ず
る
措
置
に
つ

い
て
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
は
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
帳
簿
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

２

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

八
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
節

深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等

第
六
節

深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
技
術
上
の
基
準
）

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
技
術
上
の
基
準
）

第
九
十
九
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の

第
七
十
四
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

善
良
の
風
俗
又
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
写
真
、
広
告
物

三

善
良
の
風
俗
又
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
写
真
、
広
告
物

、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
（
第
百
二
条
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
営
業
所
に
あ
つ
て

、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
（
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
営
業
所
に
あ
つ

は
、
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
写
真
、
広
告
物
、
装

て
は
、
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
写
真
、
広
告
物
、

飾
そ
の
他
の
設
備
を
含
む
。
）
を
設
け
な
い
こ
と
。

装
飾
そ
の
他
の
設
備
を
含
む
。
）
を
設
け
な
い
こ
と
。

四
・
五
（
略
）

四

・
五
（
略
）

六

第
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又
は
振
動
の
数
値
が
法
第

六

第
三
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
騒
音
又
は
振
動
の
数
値
が
法
第

三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定

三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定

め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す

め
る
数
値
に
満
た
な
い
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
た
め
必
要
な
構
造
又
は
設
備
を
有
す
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る
こ
と
。

る
こ
と
。

七

ダ
ン
ス
の
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
又
は
設
備
を
有
し
な
い
こ
と
。

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
測
定
方
法
）

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
測
定
方
法
）

第
百
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
営
業
所
内
の
照

第
七
十
五
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
営
業
所
内

度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
営
業
所

の
照
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
営

の
部
分
に
お
け
る
水
平
面
に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

業
所
の
部
分
に
お
け
る
水
平
面
に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ

椅
子
が
あ
る
客
席
に
あ
つ
て
は
、
椅
子
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お

イ

い
す
が
あ
る
客
席
に
あ
つ
て
は
、
い
す
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お

け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

け
る
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

ロ

椅
子
が
な
い
客
席
に
あ
つ
て
は
、
客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お
け
る
床
面

ロ

い
す
が
な
い
客
席
に
あ
つ
て
は
、
客
の
通
常
利
用
す
る
場
所
に
お
け
る
床
面

（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表

（
畳
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表

面
）

面
）

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
数
値
）

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
内
の
照
度
の
数
値
）

第
百
一
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
飲
食
店
営
業
）

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
飲
食
店
営
業
）

第
百
二
条

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条

第
七
十
七
条

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二

第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
営
業
は
、
次
の
各

条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
営
業
は
、
次
の
各
号
の

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
と
す
る
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
と
す
る
。

一

営
業
の
常
態
と
し
て
客
に
通
常
主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提
供
し
て
営
む
飲

一

営
業
の
常
態
と
し
て
客
に
通
常
主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提
供
し
て
営
む
飲

食
店
営
業
（
法
第
二
条
第
十
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
を
い
う
。
以

食
店
営
業
（
法
第
二
条
第
十
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

下
同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
の
届
出
）

（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
の
届
出
）

第
百
三
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四

第
七
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

四
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、

２

法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
百
四
条

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に

第
七
十
九
条

第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
店
舗
型
性
風

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
店
舗
型
性

俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
」
と
、
同
条

風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
」
と
、
同

第
二
項
中
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
提
供
飲
食

条
第
二
項
中
「
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
提
供
飲

店
営
業
」
と
、
「
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
十
日
（
当
該
変
更
が
法
人
の
名
称
、

食
店
営
業
」
と
、
「
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
十
日
（
当
該
変
更
が
法
人
の
名
称

住
所
又
は
代
表
者
の
氏
名
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
）
以
内

、
住
所
又
は
代
表
者
の
氏
名
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
）
以

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
節

接
客
業
務
受
託
営
業
に
係
る
処
分
移
送
通
知
書

第
七
節

接
客
業
務
受
託
営
業
に
係
る
処
分
移
送
通
知
書

第
百
五
条

第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に

第
八
十
条

第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送

通
知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

通
知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
従
業
者
名
簿
の
備
付
け
の
方
法
）

（
従
業
者
名
簿
の
備
付
け
の
方
法
）

第
百
六
条

風
俗
営
業
者
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
無
店
舗
型
性
風
俗

第
八
十
一
条

風
俗
営
業
者
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
無
店
舗
型
性
風

特
殊
営
業
を
営
む
者
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
、
無
店
舗
型
電
話
異

俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
、
無
店
舗
型
電
話

性
紹
介
営
業
を
営
む
者
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
、
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
規

異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
、
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
店
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定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
及
び
深
夜
に
お
い
て
飲
食
店
営
業
（
酒
類

営
業
を
営
む
者
及
び
深
夜
に
お
い
て
飲
食
店
営
業
（
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
除
く

提
供
飲
食
店
営
業
を
除
く
。
）
を
営
む
者
は
、
そ
の
従
業
者
が
退
職
し
た
日
か
ら
起

。
）
を
営
む
者
は
、
そ
の
従
業
者
が
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る

算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
そ
の
者
に
係
る
従
業
者
名
簿
を
備
え
て
お
か
な

日
ま
で
、
そ
の
者
に
係
る
従
業
者
名
簿
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
）

第
百
七
条

法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、

第
八
十
二
条

法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、

必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
（
次
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
も
つ

う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の

て
同
条
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
従
業
者
名
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
（
次

る
。

条
に
お
い
て
「
電
磁
的
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
同
条
に
規
定
す
る
当
該
事
項

が
記
載
さ
れ
た
従
業
者
名
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
確
認
の
記
録
）

（
確
認
の
記
録
）

第
百
八
条

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）

（
証
明
書
の
様
式
）

（
証
明
書
の
様
式
）

第
百
九
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四

第
八
十
四
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

十
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

四
十
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
風
俗
環
境
保
全
協
議
会
）

第
百
十
条

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
環
境
保
全
協
議
会
の
委
員

は
、
公
安
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

（
聴
聞
の
公
示
）

（
聴
聞
の
公
示
）

第
百
十
一
条

（
略
）

第
八
十
五
条

（
略
）

（
書
面
の
交
付
）

（
書
面
の
交
付
）
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第
百
十
二
条

公
安
委
員
会
は
、
第
十
一
条
（
第
二
十
六
条
第
三
項
、
第
七
十
九
条
及

第
八
十
六
条

公
安
委
員
会
は
、
第
十
二
条
（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

び
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
（
第
二

を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
（
第
五
十
四
条
第
二
項
及
び
第

十
二
条
、
第
八
十
四
条
及
び
第
九
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
四
十
四
条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

法
の
規
定
に
基
づ
き
処
分
（
指
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
と
き
は
、
当
該

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
処
分
（
指

処
分
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
等
）

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
等
）

第
百
十
三
条

法
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

第
八
十
七
条

法
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

報
告
す
る
場
合

事

項

報
告
す
る
場
合

事

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十

法
第
三
十
一

（
略
）

十

法
第
三
十
一

（
略
）

条
の
十
七
第
二

条
の
十
七
第
二

項
に
お
い
て
準

項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三

用
す
る
法
第
三

十
一
条
の
二
第

十
一
条
の
二
第

二
項
の
届
出
書

二
項
の
届
出
書

を
受
理
し
た
場

を
受
理
し
た
場

合

合

十
一

法
第
三
十

一

許
可
を
受
け
た
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
氏
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一
条
の
二
十
二

名
等
及
び
本
籍

の
許
可
を
し
た

二

許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名

場
合

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名

等
及
び
本
籍

三

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

許
可
年
月
日

五

許
可
番
号

十
二

法
第
三
十

一

承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
等
及
び
本
籍

一
条
の
二
十
三

二

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

に
お
い
て
準
用

三

承
認
年
月
日

す
る
法
第
七
条

四

許
可
番
号

第
一
項
の
承
認

を
し
た
場
合

十
三

法
第
三
十

一

合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人

一
条
の
二
十
三

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
役
員
の

に
お
い
て
準
用

氏
名
等
及
び
本
籍

す
る
法
第
七
条

二

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

の
二
第
一
項
の

三

承
認
年
月
日

承
認
を
し
た
場

四

許
可
番
号

合
十
四

法
第
三
十

一

分
割
に
よ
り
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
承
継
す
る
法
人

一
条
の
二
十
三

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
役
員
の

に
お
い
て
準
用

氏
名
等
及
び
本
籍
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す
る
法
第
七
条

二

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

の
三
第
一
項
の

三

承
認
年
月
日

承
認
を
し
た
場

四

許
可
番
号

合
十
五

法
第
二
十

（
略
）

十
一

法
第
二
十

（
略
）

五
条
又
は
法
第

五
条
又
は
法
第

二
十
六
条
第
一

二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ

項
の
規
定
に
よ

る
処
分
を
し
た

る
処
分
を
し
た

場
合

場
合

十
六

法
第
三
十

（
略
）

十
二

法
第
三
十

（
略
）

一
条
の
四
第
一

一
条
の
四
第
一

項
、
法
第
三
十

項
、
法
第
三
十

一
条
の
五
第
一

一
条
の
五
第
一

項
若
し
く
は
第

項
若
し
く
は
第

二
項
又
は
法
第

二
項
又
は
法
第

三
十
一
条
の
六

三
十
一
条
の
六

第
二
項
の
規
定

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
処
分
を

に
よ
る
処
分
を

し
た
場
合

し
た
場
合

十
七

法
第
三
十

（
略
）

十
三

法
第
三
十

（
略
）

一
条
の
九
第
一

一
条
の
九
第
一

項
、
法
第
三
十

項
、
法
第
三
十
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一
条
の
十
又
は

一
条
の
十
又
は

法
第
三
十
一
条

法
第
三
十
一
条

の
十
一
第
二
項

の
十
一
第
二
項

の
規
定
に
よ
る

の
規
定
に
よ
る

処
分
を
し
た
場

処
分
を
し
た
場

合

合

十
八

法
第
三
十

（
略
）

十
四

法
第
三
十

（
略
）

一
条
の
十
九
第

一
条
の
十
九
第

一
項
、
法
第
三

一
項
、
法
第
三

十
一
条
の
二
十

十
一
条
の
二
十

又
は
法
第
三
十

又
は
法
第
三
十

一
条
の
二
十
一

一
条
の
二
十
一

第
二
項
の
規
定

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
処
分
を

に
よ
る
処
分
を

し
た
場
合

し
た
場
合

十
九

法
第
三
十

一

処
分
を
受
け
た
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
が
個
人
で
あ

一
条
の
二
十
四

る
場
合
に
は
、
そ
の
氏
名
等
及
び
本
籍

又
は
法
第
三
十

二

処
分
を
受
け
た
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
が
法
人
で
あ

一
条
の
二
十
五

る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

第
一
項
の
規
定

名
並
び
に
役
員
の
氏
名
等
及
び
本
籍

に
よ
る
処
分
を

三

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

し
た
場
合

四

許
可
番
号

五

処
分
年
月
日
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六

処
分
番
号

七

処
分
の
理
由

八

処
分
の
種
別
及
び
内
容

二
十

法
第
三
十

（
略
）

十
五

法
第
三
十

（
略
）

五
条
の
四
第
一

五
条
の
四
第
一

項
、
第
二
項
又

項
、
第
二
項
又

は
第
四
項
の
規

は
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
処
分

定
に
よ
る
処
分

を
し
た
場
合

を
し
た
場
合

２

法
第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

２

法
第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

と
す
る
。

通
報
す
る
場
合

事

項

通
報
す
る
場
合

事

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

無
店
舗
型
電

（
略
）

四

無
店
舗
型
電

（
略
）

話
異
性
紹
介
営

話
異
性
紹
介
営

業
を
営
む
者
若

業
を
営
む
者
若

し
く
は
そ
の
代

し
く
は
そ
の
代

理
人
等
が
法
第

理
人
等
が
法
第

三
十
一
条
の
十

三
十
一
条
の
十

九
第
一
項
、
法

九
第
一
項
、
法

第
三
十
一
条
の

第
三
十
一
条
の

二
十
若
し
く
は

二
十
若
し
く
は
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法
第
三
十
一
条

法
第
三
十
一
条

の
二
十
一
第
二

の
二
十
一
第
二

項
の
規
定
に
よ

項
の
規
定
に
よ

る
処
分
の
事
由

る
処
分
の
事
由

と
な
る
行
為
若

と
な
る
行
為
若

し
く
は
違
反
行

し
く
は
違
反
行

為
を
し
、
又
は

為
を
し
、
又
は

無
店
舗
型
電
話

無
店
舗
型
電
話

異
性
紹
介
営
業

異
性
紹
介
営
業

を
営
む
者
が
当

を
営
む
者
が
当

該
処
分
に
違
反

該
処
分
に
違
反

し
た
と
認
め
る

し
た
と
認
め
る

場
合

場
合

五

特
定
遊
興
飲

一

当
該
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に

食
店
営
業
者
若

は
、
そ
の
氏
名
等
及
び
本
籍

し
く
は
そ
の
代

二

当
該
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

理
人
等
が
法
第

は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
並
び
に

三
十
一
条
の
二

役
員
の
氏
名
等
及
び
本
籍

十
四
若
し
く
は

三

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

法
第
三
十
一
条

四

許
可
番
号

の
二
十
五
第
一

五

当
該
違
反
行
為
を
し
、
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
者

項
の
規
定
に
よ

に
関
す
る
事
項

る
処
分
の
事
由

六

当
該
違
反
行
為
を
し
、
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
年
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と
な
る
違
反
行

月
日

為
を
し
、
又
は

七

当
該
違
反
行
為
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
行
為
の
内

特
定
遊
興
飲
食

容

店
営
業
者
が
当

該
処
分
に
違
反

し
た
と
認
め
る

場
合

六

接
客
業
務
受

（
略
）

五

接
客
業
務
受

（
略
）

託
営
業
を
営
む

託
営
業
を
営
む

者
若
し
く
は
そ

者
若
し
く
は
そ

の
代
理
人
等
が

の
代
理
人
等
が

法
第
三
十
五
条

法
第
三
十
五
条

の
四
第
一
項
、

の
四
第
一
項
、

第
二
項
若
し
く

第
二
項
若
し
く

は
第
四
項
の
規

は
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
処
分

定
に
よ
る
処
分

の
事
由
と
な
る

の
事
由
と
な
る

行
為
若
し
く
は

行
為
若
し
く
は

違
反
行
為
を
し

違
反
行
為
を
し

、
又
は
接
客
業

、
又
は
接
客
業

務
受
託
営
業
を

務
受
託
営
業
を

営
む
者
が
当
該

営
む
者
が
当
該

処
分
に
違
反
し

処
分
に
違
反
し
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た
と
認
め
る
場

た
と
認
め
る
場

合

合
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別
記
様
式
第
１
号

削
除
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（
第
1
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号

受
理

許
可

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

許
可

※
※

番
号

番
号

許
可

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

（
ふ
り
が
な
）

管
理

者
の

氏
名

〒
（

）
管

理
者

の
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
の
住
所

そ
の
役
員
の
氏
名

代表者

廃
止

の
事

由
廃
止
年
月
日

許
可
番
号

滅
失

に
よ

り
廃
止
し
た
風
俗
営
業

年
月

日

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

現
に
許
可
等
を
受
け
て

営
業
所
の
名
称

営
む

風
俗

営
業

及
び
所
在
地

（
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１
号

受
理

許
可

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

許
可

※
※

番
号

番
号

許
可

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

（
ふ
り
が
な
）

管
理

者
の

氏
名

〒
（

）
管

理
者

の
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
の
住
所

そ
の
役
員
の
氏
名

代表者

廃
止

の
事

由
廃
止
年
月
日

許
可
番
号

滅
失

に
よ

り
廃
止
し
た
風
俗
営
業

年
月

日

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

現
に
風
俗
営
業
許
可
等

営
業
所
の
名
称

を
受
け
て
営
む
風
俗
営
業

及
び
所
在
地
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そ
の
２
（
Ａ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
営
業
）

）

営
建

物
の

構
造

業
建

物
内

の
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
の

客
室

の
総

床
面

積
㎡

構

㎡
造

各
客
室
の
床
面
積

㎡

㎡
及

㎡

び
照

明
設

備

設
音

響
設

備
備の

防
音

設
備

概
そ

の
他

要※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日

そ
の
２
（
Ａ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
営
業
）

）

営
建

物
の

構
造

業
建

物
内

の
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
の

う
ち
ダ
ン
ス
の
用
に
供

㎡
（
う
ち

㎡
）

構
す
る

客
室
の
総
床
面
積

部
分
の
総
床
面
積

各
客
室
の
床
面
積

㎡
（
う
ち

㎡
）

㎡
（
う
ち

㎡
）

造
う
ち
ダ
ン
ス
の
用
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積

㎡
（
う
ち

㎡
）

㎡
（
う
ち

㎡
）

及び
照

明
設

備
設備

音
響

設
備

の
防

音
設

備

概要
そ

の
他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日
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そ
の
２
（
Ｂ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造

建
物

内
の

営
営
業
所
の
位
置

客
室

数
室

営
業
所
の
床
面
積

㎡
業

客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

所

照
明

設
備

の構
音

響
設

備

造
防

音
設

備

及

の
や
ま

普
通

台
半

自
動

台
全

自
動

台
計

び
台
ん
あ

数
台
じ

遊
台

台
台

台
設

に
に
法

ぱ
ち
ん
こ

回
胴
式

ｱ
ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾎ
ﾞ
じ
や
ん
球

そ
の
他
の

区
分

計
技
係
規
第

遊
技
機

遊
技
機

ｰﾙ遊
技
機

遊
技
機

遊
技
機

る
定
四

型
式

設
遊
す
条

数
型
式

型
式

型
式

型
式

型
式

型
式

備

技
る
第

備
機
営
四

台
数

台
台

台
台

台
台

の

業
項

概
そ

の
他

の
遊

技
設

備

要
そ

の
他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日

そ
の
２
（
Ｂ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造

建
物

内
の

営
営
業
所
の
位
置

客
室

数
室

営
業
所
の
床
面
積

㎡
業

客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

所

照
明

設
備

の構
音

響
設

備

造
防

音
設

備

及

の
や
ま

普
通

台
半

自
動

台
全

自
動

台
計

び
台
ん
あ

数
台
じ

遊
台

台
台

台
設

に
に
法

ぱ
ち
ん
こ

回
胴
式

ｱ
ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾎ
ﾞ
じ
や
ん
球

そ
の
他
の

区
分

計
技
係
規
第

遊
技
機

遊
技
機

ｰﾙ遊
技
機

遊
技
機

遊
技
機

る
定
四

型
式

設
遊
す
条

数
型
式

型
式

型
式

型
式

型
式

型
式

備

技
る
第

備
機
営
四

台
数

台
台

台
台

台
台

の

業
項

概
そ

の
他

の
遊

技
設

備

要
そ

の
他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日
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そ
の
２
（
Ｃ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
８
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造

建
物

内
の

営
業
所
の
位
置

営
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

業
客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

所
照

明
設

備
の構

音
響

設
備

造
防

音
設

備
及

区
分

テ
ー
ブ
ル
型

そ
の
他
の
型

計
営
法

び

業
第

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等

台
台

台
に
二

設

係
条

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
る
第

備

遊
一

フ
リ
ッ
パ
ー
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
技
項

の

設
第

ル
ー
レ
ッ
ト
台
等

台
台

台
備
八

概

号
そ
の
他
の
遊
技
設
備

台
台

台
の

要

計
台

台
台

そ
の

他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日

そ
の
２
（
Ｃ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造

建
物

内
の

営
業
所
の
位
置

営
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

業
客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

所の
照

明
設

備

構
音

響
設

備
造及

防
音

設
備

区
分

テ
ー
ブ
ル
型

そ
の
他
の
型

計
び

営
法

業
第

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等

台
台

台
設

に
二

係
条

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
備

る
第

遊
一

フ
リ
ッ
パ
ー
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
の

技
項

設
第

ル
ー
レ
ッ
ト
台
等

台
台

台
概

備
五号

そ
の
他
の
遊
技
設
備

台
台

台
要

の
計

台
台

台

そ
の

他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日
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そ
の
３
（
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
遊
技
機
の
明
細
書
）

遊
技
機
の
種
類

製
造
業
者
名

型
式

名
検
定
番
号

認
定
の
有
無

台
数

備
考

台台台台台台台台台台

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
滅
失
に
よ
り
廃
止
し
た
風
俗
営
業
」
欄
は
、
法
第
４
条
第
３
項
の
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
に
廃

止
し
た
風
俗
営
業
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

そ
の
３
（
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
遊
技
機
の
明
細
書
）

遊
技
機
の
種
類

製
造
業
者
名

型
式

名
検
定
番
号

認
定
の
有
無

台
数

備
考

台台台台台台台台台台

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
滅
失
に
よ
り
廃
止
し
た
風
俗
営
業
」
欄
は
、
法
第
４
条
第
３
項
の
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
に
廃

止
し
た
風
俗
営
業
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
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４
「
現
に
許
可
等
を
受
け
て
営
む
風
俗
営
業
」
欄
は
、
申
請
に
係
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
お
い
て
当

該
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
か
ら
現
に
許
可
等
を
受
け
て
営
ん
で
い
る
風
俗
営
業
で
、
当
該
申
請
の
日
の

直
近
の
日
に
許
可
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

５
そ
の
２
（
Ａ
）
は
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を

申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
２
（
Ｂ
）
は
同
項
第
７
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

２
（
Ｃ
）
は
同
項
第
８
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
３
は
同
項
第
７
号
の
営
業

の
う
ち
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
営
業
（
例
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
）
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に

使
用
す
る
こ
と
。

６
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
又
は
２
階
建
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
７

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

９
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
0
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
1
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

記
載
す
る
こ
と
。

1
2
法
第
２
条
第
１
項
第
６
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
２
（
Ａ
）
の
「
各
客
室
の
床
面
積
（
う
ち
ダ
ン

ス
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
」
欄
に
は
、
各
客
席
の
床
面
積
を
記
載
す
る
こ
と
。

）
1
3
そ
の
２
（
Ｂ
）
の
「
そ
の
他
の
遊
技
設
備
」
欄
に
は
、
ま
あ
じ
や
ん
台
及
び
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定

、
、

。
す
る
営
業
に
係
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
設
備
に
つ
い
て
そ
の
種
類
型
式
及
び
台
数
を
記
載
す
る
こ
と

1
4
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等
」
欄
に
は
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
の
ほ
か
、
メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
機

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

1
5
そ
の
３
の
「
備
考
」
欄
に
は
、
新
品
か
中
古
品
か
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
6
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
7
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

４
「
現
に
風
俗
営
業
許
可
等
を
受
け
て
営
む
風
俗
営
業
」
欄
は
、
申
請
に
係
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に

お
い
て
当
該
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
か
ら
現
に
風
俗
営
業
許
可
等
を
受
け
て
営
ん
で
い
る
風
俗
営
業

で
、
当
該
申
請
の
日
の
直
近
の
日
に
許
可
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

５
そ
の
２
（
Ａ
）
は
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を

申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
２
（
Ｂ
）
は
同
項
第
４
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

２
（
Ｃ
）
は
同
項
第
５
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
３
は
同
項
第
４
号
の
営
業

の
う
ち
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
営
業
（
例
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
）
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に

使
用
す
る
こ
と
。

６
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
７

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

９
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
0
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
1
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

記
載
す
る
こ
と
。

1
2
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
２
（
Ａ
）
の
「
各
客
室
の
床
面
積
」
欄
に
は
、

各
客
席
の
床
面
積
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
3
そ
の
２
（
Ｂ
）
の
「
そ
の
他
の
遊
技
設
備
」
欄
に
は
、
ま
あ
じ
や
ん
台
及
び
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定

、
、

。
す
る
営
業
に
係
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
設
備
に
つ
い
て
そ
の
種
類
型
式
及
び
台
数
を
記
載
す
る
こ
と

1
4
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等
」
欄
に
は
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
の
ほ
か
、
メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
機

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

1
5
そ
の
３
の
「
備
考
」
欄
に
は
、
新
品
か
中
古
品
か
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
6
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
7
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
1
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
３
号

そ
の
１

営
業

の
方

法

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

午
前

午
前

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

営
業

時
間

た
だ
し
、

の
日
に
あ
つ
て
は
、

午
前

午
前

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

従
業
者
と
し
て
使
用

す
る
こ
と

1
8
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

飲
食
物
（
酒
類
を

除
く
）
の
提
供

。

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

酒
類

の
提

供

①
す
る

②
し
な
い

当
該
営
業
所
に
お
い
て

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

他
の
営
業
を
兼
業

す
る
こ
と

（
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号

そ
の
１

営
業

の
方

法

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

午
前

午
前

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

営
業

時
間

た
だ
し
、

の
日
に
あ
つ
て
は
、

午
前

午
前

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

従
業
者
と
し
て
使
用

す
る
こ
と

1
8
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

飲
食
物
（
酒
類
を

除
く
）
の
提
供

。

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

酒
類

の
提

供

①
す
る

②
し
な
い

当
該
営
業
所
に
お
い
て

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

他
の
営
業
を
兼
業

す
る
こ
と
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そ
の
２
（
Ａ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
営
業
）

）

料
金

料
金
の
表
示
方
法

客
の
接
待
を
す
る

場
合
は
そ
の
内
容

常
時
当
該
営
業

所
に
雇
用
さ
れ

名
役

て
い
る
者

名

務

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

主
客
の
接
待
を
す
る

場
合
は
接
待
を

提
た

行
う
者
の
区
分

〒
（

）
そ
れ
以
外
の
者

る
住

所
供

派
（

）
局

番
遣元

（
ふ
り
が
な
）

の
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

態

客
に
遊
興
を

遊
興
の
内
容

さ
せ
る
場
合
は

様
そ

の
内

容
及
び
時
間
帯

午
前

午
前

時
間

帯
時

分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

（
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
の
営
業
の
み
記
載
す
る
こ
と
）

客
室

和
風
の
も
の

室
そ
の
他
の
も
の

室

そ
の
２
（
Ａ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
営
業
）

）

料
金

料
金
の
表
示
方
法

客
の
接
待
を
す
る

場
合
は
そ
の
内
容

常
時
当
該
営
業

所
に
雇
用
さ
れ

名
役

て
い
る
者

名

務

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

主
客
の
接
待
を
す
る

場
合
は
接
待
を

提
た

行
う
者
の
区
分

〒
（

）
そ
れ
以
外
の
者

る
住

所
供

派
（

）
局

番
遣元

（
ふ
り
が
な
）

の
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

態

客
に
遊
興
を

遊
興
の
内
容

さ
せ
る
場
合
は

様
そ

の
内

容
及
び
時
間
帯

午
前

午
前

時
間

帯
時

分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
営
業
の
み
記
載
す
る
こ
と
）

客
室

和
風
の
も
の

室
そ
の
他
の
も
の

室
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そ
の
２
（
Ｂ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
営
業
）

）

（
ま
あ
じ
や
ん
屋
の
み
記
載
す
る
こ
と
）

①
客
１
人
当
た
り
の
時
間
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る

②
ま
あ
じ
や
ん
台
１
台
に
つ
き
時
間
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る

全
自
動
台
に
つ
き

円
遊

技
料

金

半
自
動
台
に
つ
き

円

そ
の
他
の
台
に
つ
き

円

遊
技

料
金

の
表

示
方

法

（
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
1
1
条
に
規
定
す
る
営
業
の
み
記
載
す
る
こ
と
）

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

玉
１
個

円

玉
１
個

円
回
胴
式
遊
技
機

メ
ダ
ル
１
枚

円

玉
１
個

円
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
７

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー
ル
遊
技
機

条
に
規
定
す
る
営
業
の
遊

メ
ダ
ル
１
枚

円
技

料
金

玉
１
個

円
じ
や
ん
球
遊
技
機

メ
ダ
ル
１
枚

円

に
つ
き

円
そ
の
他
の
遊
技
機

（
）

に
つ
き

円
そ
の
他
の
営
業
の

遊
技

の
種

類
遊

技
料

金
（

）

遊
技
料
金
の
表
示
方
法

賞
品
の
提
供
方
法

（
円
）

提
供
す
る
賞
品
の
う
ち

最
も
高
価
な
も
の

そ
の
２
（
Ｂ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
の
営
業
）

）

（
ま
あ
じ
や
ん
屋
の
み
記
載
す
る
こ
と
）

①
客
１
人
当
た
り
の
時
間
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る

②
ま
あ
じ
や
ん
台
１
台
に
つ
き
時
間
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る

全
自
動
台
に
つ
き

円
遊

技
料

金

半
自
動
台
に
つ
き

円

そ
の
他
の
台
に
つ
き

円

遊
技

料
金

の
表

示
方

法

（
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
1
5
条
に
規
定
す
る
営
業
の
み
記
載
す
る
こ
と
）

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

玉
１
個

円

玉
１
個

円
回
胴
式
遊
技
機

メ
ダ
ル
１
枚

円

玉
１
個

円
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
８

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー
ル
遊
技
機

条
に
規
定
す
る
営
業
の
遊

メ
ダ
ル
１
枚

円
技

料
金

玉
１
個

円
じ
や
ん
球
遊
技
機

メ
ダ
ル
１
枚

円

に
つ
き

円
そ
の
他
の
遊
技
機

（
）

に
つ
き

円
そ
の
他
の
営
業
の

遊
技

の
種

類
遊

技
料

金
（

）

遊
技
料
金
の
表
示
方
法

賞
品
の
提
供
方
法

（
円
）

提
供
す
る
賞
品
の
う
ち

最
も
高
価
な
も
の
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そ
の
２
（
Ｃ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
８
号
の
営
業
）

）

料
金

料
金
の
表
示
方
法

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
18歳

未
満
の
者
を
午
後
10時

（
法
第
22条

第
５
号
の
規
定
に
基

づ
く
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
に
満
た
な
い
者
に
つ
い

1
8
歳
未
満
の
者
を
客
と

て
は
、
当
該
条
例
で
定
め
る
時
）
か
ら
翌
日
の
日
出
時
ま
で
の

し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と

時
間
に
お
い
て
客
と
し
て
立
ち
入
る
こ
と
を
防
止
す
る
方
法

備
考１

そ
の
１
の
「
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
飲
食

物
（
酒
類
を
除
く
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法

。
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
そ
の
１
の
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
20歳

未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す

る
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主

な
も
の
の
種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
20歳

未
満
の
者
へ
の
酒
類

の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
そ
の
２
（
Ａ
）
は
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を

申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
２
（
Ｂ
）
は
同
項
第
７
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

２
（
Ｃ
）
は
同
項
第
８
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

４
そ
の
２
（
Ａ
）
又
は
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
料
金
」
欄
に
は
、
第
33条

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業
の
種

別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
料
金
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
そ
の
２
（
Ａ
）
又
は
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
料
金
の
表
示
方
法
」
欄
に
は
、
そ
の
２
（
Ａ
）
又
は
そ
の
２

（
Ｃ
）
の
「
料
金
」
欄
に
記
載
し
た
料
金
を
表
示
す
る
方
法
が
第
32条

の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

を
記
載
す
る
こ
と
。

（
）
「

」
、

（
、

６
そ
の
２
Ａ
の
客
の
接
待
を
す
る
場
合
は
そ
の
内
容
欄
に
は
接
待
の
種
類
談
笑
及
び
お
酌

踊
り
、
歌
唱
、
遊
戯
等
の
別
）
及
び
こ
れ
を
行
う
方
法
（
特
定
少
数
の
客
の
近
く
に
は
べ
り
談
笑
の
相
手

と
な
る
、
客
と
一
緒
に
歌
う
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
そ
の
２
（
Ａ
）
の
「
遊
興
の
内
容
」
欄
に
は
、
遊
興
の
種
類
（
ダ
ン
ス
、
シ
ョ
ウ
、
生
演
奏
、
ゲ
ー
ム

等
、
こ
れ
を
行
う
方
法
（
不
特
定
多
数
の
客
に
見
せ
る
、
聞
か
せ
る
等
。
カ
ラ
オ
ケ
、
楽
器
等
を
利
用

）
し
て
遊
興
を
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の
利
用
方
法
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
８

そ
の
２
Ｂ
の
遊
技
料
金
の
表
示
方
法
欄
に
は
そ
の
２
Ｂ
の
遊
技
料
金
欄
又
は
ぱ

（
）
「

」
、

（
）
「

」
「

」
「

」
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
７
条
に
規
定
す
る
営
業
の
遊
技
料
金
欄
若
し
く
は
そ
の
他
の
営
業
の
遊
技
料
金

欄
に
記
載
し
た
遊
技
料
金
を
表
示
す
る
方
法
が
第
32条

各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
記
載
す
る
こ

と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

10
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

そ
の
２
（
Ｃ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
の
営
業
）

）

料
金

料
金
の
表
示
方
法

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
1
8
歳
未
満
の
者
を
午
後
10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
６
時
ま
で
の
時

間
に
お
い
て
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
を
防
止
す
る
方
法

1
8
歳
未
満
の
者
を
客
と

（
法
第
2
2条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
の
条
例
で
、

し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と

午
前
６
時
後
午
後
1
0時
前
の
時
間
に
お
け
る
18
歳
未
満
の
者
の

立
入
り
の
禁
止
又
は
制
限
を
定
め
た
と
き
は
、
午
後
10
時
か
ら

翌
日
の
午
前
６
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
、
及
び
当
該
禁
止
又

は
制
限
の
内
容
に
基
づ
き
、
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
を

防
止
す
る
方
法
）

備
考１

そ
の
１
の
「
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
飲
食

物
（
酒
類
を
除
く
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法

。
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
そ
の
１
の
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す

る
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主

な
も
の
の
種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類

の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
そ
の
２
（
Ａ
）
は
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を

申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
２
（
Ｂ
）
は
同
項
第
４
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

２
（
Ｃ
）
は
同
項
第
５
号
の
営
業
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

４
そ
の
２
（
Ａ
）
又
は
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
料
金
」
欄
に
は
、
第
3
4
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業
の
種

別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
料
金
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
そ
の
２
（
Ａ
）
又
は
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
料
金
の
表
示
方
法
」
欄
に
は
、
そ
の
２
（
Ａ
）
又
は
そ
の
２

（
Ｃ
）
の
「
料
金
」
欄
に
記
載
し
た
料
金
を
表
示
す
る
方
法
が
第
3
3
条
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

を
記
載
す
る
こ
と
。

（
）
「

」
、

（
、

６
そ
の
２
Ａ
の
客
の
接
待
を
す
る
場
合
は
そ
の
内
容
欄
に
は
接
待
の
種
類
談
笑
及
び
お
酌

踊
り
、
歌
唱
、
遊
戯
等
の
別
）
及
び
こ
れ
を
行
う
方
法
（
特
定
少
数
の
客
の
近
く
に
は
べ
り
談
笑
の
相
手

と
な
る
、
客
と
一
緒
に
歌
う
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
そ
の
２
（
Ａ
）
の
「
遊
興
の
内
容
」
欄
に
は
、
遊
興
の
種
類
（
ダ
ン
ス
、
シ
ョ
ー
、
生
演
奏
、
ゲ
ー
ム

等
、
こ
れ
を
行
う
方
法
（
不
特
定
の
客
に
見
せ
る
、
聞
か
せ
る
等
。
カ
ラ
オ
ケ
、
楽
器
等
を
利
用
し
て

）
遊
興
を
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の
利
用
方
法
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
８

そ
の
２
Ｂ
の
遊
技
料
金
の
表
示
方
法
欄
に
は
そ
の
２
Ｂ
の
遊
技
料
金
欄
又
は
ぱ

（
）
「

」
、

（
）
「

」
「

」
「

」
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
８
条
に
規
定
す
る
営
業
の
遊
技
料
金
欄
若
し
く
は
そ
の
他
の
営
業
の
遊
技
料
金

欄
に
記
載
し
た
遊
技
料
金
を
表
示
す
る
方
法
が
第
3
3
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
記
載
す
る
こ

と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
0
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
３
号
（
第
1
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
1
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
1
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
５
号
（
第
1
1
条
関
係
）
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（
第
1
3
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号

受
理

受
理

再
交
付

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

許
可
証
再
交
付
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請

し
ま
す
。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日
許
可
番
号

再
交
付
を
申
請

す
る

事
由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
「
再
交
付
を
申
請
す
る
事
由
」
欄
に
は
、
亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
1
2
条
、
第
8
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
５
号

受
理

受
理

再
交
付

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

許
可
証
再
交
付
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
４
項
（
同
法
第
31条
の
23に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日
許
可
番
号

再
交
付
を
申
請

す
る

事
由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
場

合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
再
交
付
を
申
請
す
る
事
由
」
欄
に
は
、
亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
1
4
条
関
係
）

別
記
様
式
第
７
号

受
理

受
理

相
続
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

相
続

承
認

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
相
続
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日
許
可
番
号

（
ふ
り
が
な
）

被
相
続
人
の
氏
名

被
相
続
人
の
住
所

被
相
続
人
と
の
続
柄

被
相
続
人
の
死
亡
年
月
日

年
月

日

他
の
相
続
人
の
有
無

有
無

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

現
に
許
可
等
を
受
け

て
営
む
風
俗
営
業

営
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
他
の
相
続
人
の
有
無
」
欄
は
、
該
当
す
る
文
字
を
○
で
囲
む
こ
と
。

４
「
現
に
許
可
等
を
受
け
て
営
む
風
俗
営
業
」
欄
は
、
申
請
に
係
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
お
い
て
当

該
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
か
ら
現
に
許
可
等
を
受
け
て
営
ん
で
い
る
風
俗
営
業
で
、
当
該
申
請
の
日
の

直
近
の
日
に
許
可
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
1
3
条
、
第
8
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号

受
理

受
理

相
続
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

相
続

承
認

申
請

書
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
１
項
（
同
法
第
3
1
条
の
2
3
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日
許
可
番
号

（
ふ
り
が
な
）

被
相
続
人
の
氏
名

被
相
続
人
の
住
所

被
相
続
人
と
の
続
柄

被
相
続
人
の
死
亡
年
月
日

年
月

日

他
の
相
続
人
の
有
無

有
無

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

現
に
風
俗
営
業
許
可
等

又
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

営
業
所
の
名
称

許
可
等
を
受
け
て
営
む
営
業

及
び
所
在
地

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
相
続
の
承
認
を
申
請
す
る
場
合
の
み
記
載
す
る
こ

と
。

４
「
他
の
相
続
人
の
有
無
」
欄
は
、
該
当
す
る
文
字
を
○
で
囲
む
こ
と
。

５
「
現
に
風
俗
営
業
許
可
等
又
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
等
を
受
け
て
営
む
営
業
」
欄
は
、
申
請
に

係
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
お
い
て
当
該
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
か
ら
現
に
風
俗
営
業
許
可
等
又
は

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
等
を
受
け
て
営
ん
で
い
る
営
業
で
、
当
該
申
請
の
日
の
直
近
の
日
に
許
可
を

受
け
た
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
15条
関
係
）

別
記
様
式
第
８
号

受
理

受
理

合
併
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

合
併
承
認
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
合
併
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
存
続
し
、
又
は

合
併
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
法
人
の
名
称

合
併
後
存
続
し
、
又
は
〒
（

）
合
併
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称
〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る
風
俗
営

業
者
た
る
法
人
の
名
称
〒
（

）
合
併
後
消
滅
す
る
風
俗
営

業
者
た
る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る
風
俗

営
業
者
た
る
法
人
の

代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る

法
人

の
名

称
〒
（

）
合
併
後
消
滅
す
る

法
人

の
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る
法
人

の
代
表
者
の
氏
名

合
併
予
定
年
月
日

年
月

日

（
第
14条
、
第
82条
関
係
）

別
記
様
式
第
７
号

受
理

受
理

合
併
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

合
併
承
認
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
の
２
第
１
項
（
同
法
第

。
）

。
3
1
条
の
2
3
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
合
併
の
承
認
を
申
請
し
ま
す

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
存
続
し
、
又
は

合
併
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
法
人
の
名
称

合
併
後
存
続
し
、
又
は
〒
（

）
合
併
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称
〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る
風
俗
営

業
者
又
は
特
定
遊
興
飲
食

店
営
業
者
た
る
法
人
の
名
称

合
併
後
消
滅
す
る
風
俗
営
〒
（

）
業
者
又
は
特
定
遊
興
飲
食

店
営
業
者
た
る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る
風
俗

営
業
者
又
は
特
定
遊
興
飲

食
店
営
業
者
た
る
法
人
の

代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る

法
人

の
名

称
〒
（

）
合
併
後
消
滅
す
る

法
人

の
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

合
併
後
消
滅
す
る
法
人

の
代
表
者
の
氏
名

合
併
予
定
年
月
日

年
月

日
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合
併

の
理

由

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
同
時
申
請
の
有
無
①
有

②
無
※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
「
合
併
の
理
由
」
欄
に
は
、
合
併
を
必
要
と
す
る
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付

す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

合
併

の
理

由

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
同
時
申
請
の
有
無
①
有

②
無
※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
合
併
の
承
認
を
申
請
す
る
場
合
の

み
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
合
併
の
理
由
」
欄
に
は
、
合
併
を
必
要
と
す
る
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

５
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付

す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
16条
関
係
）

別
記
様
式
第
９
号

受
理

受
理

分
割
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

分
割
承
認
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
分
割

の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○

（
ふ
り
が
な
）

分
割
に
よ
り
風
俗

営
業
を
承
継
す
る

法
人

の
名

称

分
割
に
よ
り
風
俗
〒
（

）

営
業
を
承
継
す
る

法
人

の
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）

営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

（
ふ
り
が
な
）

分
割
に
よ
り
風
俗

営
業
を
承
継
さ
せ
る

法
人

の
名

称

分
割
に
よ
り
風
俗
〒
（

）

営
業
を
承
継
さ
せ

る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

分
割
に
よ
り
風
俗
営
業

を
承
継
さ
せ
る
法
人
の

代
表
者
の
氏
名

分
割
予
定
年
月
日

分
割

の
理

由

（
第
15条
、
第
83条
関
係
）

別
記
様
式
第
８
号

受
理

受
理

分
割
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

分
割
承
認
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
の
３
第
１
項
（
同
法
第
31
条
の
2
3

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
分
割
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○印
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

○

（
ふ
り
が
な
）

分
割
に
よ
り
風
俗
営
業
又

は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

を
承
継
す
る
法
人
の
名
称

分
割
に
よ
り
風
俗
営
業
又
〒
（

）

は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

を
承
継
す
る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）

営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

（
ふ
り
が
な
）

分
割
に
よ
り
風
俗
営
業
又

は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

を
承
継
さ
せ
る
法
人
の
名
称

分
割
に
よ
り
風
俗
営
業
又
〒
（

）

は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

を
承
継
さ
せ
る
法
人
の
住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

分
割
に
よ
り
風
俗
営
業
又

は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

を
承
継
さ
せ
る
法
人
の

代
表
者
の
氏
名

分
割
予
定
年
月
日

分
割

の
理

由
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※
風
俗
営
業
の
種
類

※
同
時
申
請
の
有
無
①
有

②
無
※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
「
分
割
の
理
由
」
欄
に
は
、
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付

す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
同
時
申
請
の
有
無
①
有

②
無
※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
分
割
の
承
認
を
申
請
す
る
場
合
の

み
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
分
割
の
理
由
」
欄
に
は
、
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

４
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

５
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付

す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
18条
、
第
23条
関
係
）

別
記
様
式
第
10号

受
理

受
理

書
換
え

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

許
可
証
書
換
え
申
請
書

第
７
条
第
５
項

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
同
法
第
７
条
の
２
第
３

第
９
条
第
４
項

項
又
は
第
７
条
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
申

。

請
し
ま
す
。

公
安
委
員
会
殿

年
月

日

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）

住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）

営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

相
続
承
認
年
月
日

年
月

日

合
併
承
認
年
月
日

年
月

日

分
割
承
認
年
月
日

年
月

日

書
換
え
事
項

書
換
え
の
事
由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
17条
、
第
22条
、
第
85条
、
第
90条
関
係
）

別
記
様
式
第
９
号

受
理

受
理

書
換
え

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

許
可
証
書
換
え
申
請
書

第
７
条
第
５
項
（
同
法
第
７
条
の
２
第
３
項

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
４
項
（
同
法
第
31条
の
23に
お
い

又
は
第
７
条
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
(同
法
第
31条
の
23に
お
い
て
準
用
す
る

。
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
） 。

場
合
を
含
む
） 。
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
申
請
し
ま
す
。

公
安
委
員
会
殿

年
月

日
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

相
続
承
認
年
月
日

年
月

日
合
併
承
認
年
月
日

年
月

日
分
割
承
認
年
月
日

年
月

日

書
換
え
事
項

書
換
え
の
事
由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
証
の
書
換
え
を
申
請
す
る
場

合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

４
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

５
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
20条
関
係
）

別
記
様
式
第
11号

受
理

受
理

変
更
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

変
更
承
認
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
１
項
（
同
法
第
20条
第
10
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

住
所
〒
（

）

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

新
旧

変更事項変更の事由備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

、
、

。
３

所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は

別
紙
に
記
載
の
上

こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

４
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
19条
、
第
87条
関
係
）

別
記
様
式
第
10号

受
理

受
理

変
更
承
認

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

変
更
承
認
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
１
項
（
同
法
第
20条
第
10項
又

は
第
31条
の
23に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

住
所
〒
（

）

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

新
旧

変更事項変更の事由備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
承
認

を
申
請
す
る
場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。、

、
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は

別
紙
に
記
載
の
上

こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
21条
、
第
22条
関
係
）

別
記
様
式
第
12号

受
理

受
理

※
※

年
月
日

番
号

変
更
届
出
書
第
９
条
第
３
項
第
１
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
３
項
第
２
号
（
同
法
第
20条
第
10

第
９
条
第
５
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
ま
す
。

。
年

月
日

公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
番
号

変
更
年
月
日

新
旧

変更事項変更の事由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
「
変
更
事
項
」
欄
に
つ
い
て
は
、
変
更
年
月
日
ご
と
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

４
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。、

、
。

５
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は

別
紙
に
記
載
の
上

こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
20条
、
第
21条
、
第
88条
、
第
89条
関
係
）

別
記
様
式
第
11号

受
理

受
理

※
※

年
月
日

番
号

変
更
届
出
書
第
９
条
第
３
項
第
１
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
３
項
第
２
号
（
同
法
第
20条
第
10

第
９
条
第
５
項

項
又
は
第
31条
の
23に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
ま
す
。

。
年

月
日

公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
番
号

変
更
年
月
日

新
旧

変更事項変更の事由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
構
造
又
は
設
備
の
変
更
を
届
け

出
る
場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
変
更
事
項
」
欄
に
は
、
変
更
年
月
日
ご
と
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

５
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。、

、
。

６
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は

別
紙
に
記
載
の
上

こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

７
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
24条
、
第
28条
関
係
）

別
記
様
式
第
13号

受
理

受
理

※
※

年
月
日

番
号

返
納

理
由

書

第
10条
第
１
項

第
10条
第
３
項

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
り

第
10条
の
２
第
７
項

第
10条
の
２
第
９
項

許
可
証
を
返
納
し
ま
す
。

認
定
証

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

返
納
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
類
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
番
号

年
月

日
返

納
理

由
発
生
年
月
日

返
納

理
由

備
考１
※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
返
納
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
「
返
納
理
由
発
生
年
月
日
」
欄
及
び
「
返
納
理
由
」
欄
以
外
の
欄
に
は
、
返
納
し
よ

う
と
す
る
許
可
証
又
は
認
定
証
に
係
る
者
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
返
納
理
由
」
欄
に
は
、
法
第
1
0
条
第
１
項
各
号
若
し
く
は
第
３
項
各
号
又
は
法
第
1
0
条
の
２
第

７
項
各
号
若
し
く
は
第
９
項
各
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
由
（
法
第
1
0
条
第
１
項
第
１
号
及
び
法
第

1
0
条
の
２
第
７
項
第
１
号
の
廃
止
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
営
業
譲
渡
、
営
業
の
方
法
の
変
更
、

営
業
所
の
取
壊
し
等
の
具
体
的
内
容
を
含
む
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

６
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

７
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
23条
、
第
26条
、
第
91条
、
第
94条
関
係
）

別
記
様
式
第
12号

受
理

受
理

※
※

年
月
日

番
号

返
納

理
由

書

第
10条
第
１
項

第
10条
第
３
項

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
同
法
第
31条
の
23

第
10条
の
２
第
７
項

第
10条
の
２
第
９
項

許
可
証

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り

を
返
納
し
ま
す
。

。
認
定
証

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

返
納
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
番
号

年
月

日
返

納
理

由
発
生
年
月
日

返
納

理
由

備
考１
※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
返
納
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
証
又
は
認
定
証
を
返
納
す

る
場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
返
納
理
由
発
生
年
月
日
」
欄
及
び
「
返
納
理
由
」
欄
以
外
の
欄
に
は
、
返
納
し
よ

う
と
す
る
許
可
証
又
は
認
定
証
に
係
る
者
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
返
納
理
由
」
欄
に
は
、
法
第
10
条
第
１
項
各
号
若
し
く
は
第
３
項
各
号
又
は
法
第
1
0条
の
２
第

７
項
各
号
若
し
く
は
第
９
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
3
1
条
の
2
3
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
由
（
法
第
1
0
条
第
１
項
第
１
号
及
び
法
第
1
0
条
の
２
第
７
項
第

。
１
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
3
1
条
の
2
3
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
廃
止
に
係
る
場

。
合
に
あ
つ
て
は
、
営
業
譲
渡
、
営
業
の
方
法
の
変
更
、
営
業
所
の
取
壊
し
等
の
具
体
的
内
容
を
含

む
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
６

不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

７
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

８
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
2
6
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
4
号

受
理

認
定

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

認
定

※
※

番
号

番
号

認
定

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
1
0
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

相
続
承
認
年
月
日

年
月

日

合
併
承
認
年
月
日

年
月

日

（
第
2
5
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
3
号

受
理

認
定

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

認
定

※
※

番
号

番
号

認
定

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
1
0
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

相
続
承
認
年
月
日

年
月

日

合
併
承
認
年
月
日

年
月

日
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そ
の
２
（
Ａ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造
営

建
物

内
の

業
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

の
う
ち
ダ
ン
ス
の
用
に
供

（
う
ち

㎡
）

客
室
の
総
床
面
積

す
る
部
分
の
総
床
面
積

㎡

各
客
室
の
床
面
積

構
㎡
（
う
ち

㎡
）

（
う
ち

㎡
）

㎡
う
ち
ダ
ン
ス
の
用
に
供

造
す
る
部
分
の
床
面
積

（
う
ち

㎡
）

㎡
（
う
ち

㎡
）

㎡

及
照

明
設

備
び設

音
響

設
備

備
防

音
設

備
の概

そ
の

他
要※

風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

そ
の
２
（
Ａ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造
営

建
物

内
の

業
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

の
客

室
の

総
床

面
積

㎡

構
㎡

各
客
室
の
床
面
積

㎡

造
㎡

㎡

及
照

明
設

備
び設

音
響

設
備

備
防

音
設

備
の概

そ
の

他
要※

風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長
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そ
の
２
（
Ｂ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造
営

建
物

内
の

業
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

の
客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

構

照
明

設
備

造及
音

響
設

備

び
防

音
設

備
設

遊
の
や
ま

普
通

台
半

自
動

台
全

自
動

台
計

備
技
台
ん
あ

設
数
台
じ

台
台

台
台

の
そ

の
他

の
備

遊
技

設
備

概要
そ

の
他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

そ
の
２
（
Ｂ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造
営

建
物

内
の

業
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

の
客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

構

照
明

設
備

造及
音

響
設

備

び
防

音
設

備
設

遊
の
や
ま

普
通

台
半

自
動

台
全

自
動

台
計

備
技
台
ん
あ

設
数
台
じ

台
台

台
台

の
そ

の
他

の
備

遊
技

設
備

概要
そ

の
他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長
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そ
の
２
（
Ｃ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
８
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造

建
物

内
の

営
業
所
の
位
置

営
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

業
客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

所の
照

明
設

備

構
音

響
設

備
造及

防
音

設
備

び
区

分
テ
ー
ブ
ル
型

そ
の
他
の
型

計
設

営
法

業
第

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等

台
台

台
備

に
二

係
条

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
の

る
第

遊
一

フ
リ
ッ
パ
ー
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
概

技
項

設
第

ル
ー
レ
ッ
ト
台
等

台
台

台
要

備
八号

そ
の
他
の
遊
技
設
備

台
台

台
の

計
台

台
台

そ
の

他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
そ
の
２
（
Ａ
）
は
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
営
業
に
つ
い
て
認
定
を

申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
２
（
Ｂ
）
は
同
項
第
７
号
の
営
業
に
つ
い
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

２
（
Ｃ
）
は
同
項
第
８
号
の
営
業
に
つ
い
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

４
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
屋
建
又
は
２
階
建
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

９
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

そ
の
２
（
Ｃ
（
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
の
営
業
）

）

建
物

の
構

造

建
物

内
の

営
業
所
の
位
置

営
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡

業
客
室
の
総

各
客
室
の

㎡
㎡

床
面
積

㎡
床
面
積

㎡
㎡

所の
照

明
設

備

構
音

響
設

備
造及

防
音

設
備

び
区

分
テ
ー
ブ
ル
型

そ
の
他
の
型

計
設

営
法

業
第

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等

台
台

台
備

に
二

係
条

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
の

る
第

遊
一

フ
リ
ッ
パ
ー
ゲ
ー
ム
機

台
台

台
概

技
項

設
第

ル
ー
レ
ッ
ト
台
等

台
台

台
要

備
五号

そ
の
他
の
遊
技
設
備

台
台

台
の

計
台

台
台

そ
の

他

※
風
俗
営
業
の
種
類

※
兼

業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
そ
の
２
（
Ａ
）
は
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
営
業
に
つ
い
て
認
定
を

申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
２
（
Ｂ
）
は
同
項
第
４
号
の
営
業
に
つ
い
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

２
（
Ｃ
）
は
同
項
第
５
号
の
営
業
に
つ
い
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

４
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

９
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を
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記
載
す
る
こ
と
。

1
0
法
第
２
条
第
１
項
第
６
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
２
（
Ａ
）
の
「
各
客
室
の
床
面
積
（
う
ち
ダ
ン

ス
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
」
欄
に
は
、
各
客
席
の
床
面
積
を
記
載
す
る
こ
と
。

）
1
1
そ
の
２
（
Ｂ
）
の
「
そ
の
他
の
遊
技
設
備
」
欄
に
は
、
ま
あ
じ
や
ん
台
及
び
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定

、
、

。
す
る
営
業
に
係
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
設
備
に
つ
い
て
そ
の
種
類
型
式
及
び
台
数
を
記
載
す
る
こ
と

1
2
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等
」
欄
に
は
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
の
ほ
か
、
メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
機

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

1
3
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
4
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

記
載
す
る
こ
と
。

1
0
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
２
（
Ａ
）
の
「
各
客
室
の
床
面
積
」
欄
に
は
、

各
客
席
の
床
面
積
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
1
そ
の
２
（
Ｂ
）
の
「
そ
の
他
の
遊
技
設
備
」
欄
に
は
、
ま
あ
じ
や
ん
台
及
び
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定

、
、

。
す
る
営
業
に
係
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
設
備
に
つ
い
て
そ
の
種
類
型
式
及
び
台
数
を
記
載
す
る
こ
と

1
2
そ
の
２
（
Ｃ
）
の
「
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等
」
欄
に
は
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
の
ほ
か
、
メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
機

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

1
3
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
4
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
28条
関
係
）

別
記
様
式
第
16号

受
理

受
理

再
交
付

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

認
定
証
再
交
付
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
1
0条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）

住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）

営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
番
号

再
交
付
を
申
請

す
る

事
由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

「
」

、
。

３
再
交
付
を
申
請
す
る
事
由

欄
に
は

亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と

、
、

。
４

所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は

別
紙
に
記
載
の
上

こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
26条
、
第
94条
関
係
）

別
記
様
式
第
15号

受
理

受
理

再
交
付

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

認
定
証
再
交
付
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
10条
の
２
第
５
項
（
同
法
第
31条
の
23

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）

住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）

営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

風
俗
営
業
の
種
別
法
第
２
条
第
１
項
第

号
の
営
業

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
番
号

再
交
付
を
申
請

す
る

事
由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
「
風
俗
営
業
の
種
別
」
欄
に
は
、
風
俗
営
業
に
係
る
認
定
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る

場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

「
」

、
。

４
再
交
付
を
申
請
す
る
事
由

欄
に
は

亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と

、
、

。
５

所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は

別
紙
に
記
載
の
上

こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
1
6
号
（
第
4
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
7号
（
第
3
9
条
関
係
）

（
第
4
0条
関
係
）

別
記
様
式
第
18
号

受
理

交
付

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

交
付

※
※

番
号

番
号

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
2
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

(ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍
・
国
籍

生
年
月
日

年
月

日
生

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

法
第
２
条
第
６
項
第

号
の
営
業

の
種
別

法人にあつては、

その代表者

（
第
4
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
7
号

受
理

交
付

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

交
付

※
※

番
号

番
号

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
2
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

(
ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍
・
国
籍

生
年
月
日

年
月

日
生

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業

法
第
２
条
第
６
項
第

号
の
営
業

の
種
別

法人にあつては、

その代表者
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そ
の
２建
物
の
構
造

建
物

内
の

営
業
所
の
位
置

営
室

営
業
所
の
床
面
積

㎡
業

個
室
等
の
数

所
㎡

㎡
の

各
個
室
等
の

床
面

積
構

個
室
等
の
総
床
面
積

㎡
㎡

㎡
造及び

㎡
令
第
２
条
第
２
号
の
興
行
場
に
係
る
個
室
の

隣
室
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
床
面
積

設備の
そ

概要
の他

(ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

※
地

区
①
禁
止
地
区
内

②
禁
止
地
区
外

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
に
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
本
籍
・
国
籍
」
欄
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
国
籍
を

記
載
す
る
こ
と
。

４
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
屋
建
又
は
２
階
建
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
個
室
等
の
数
」
欄
「
個
室
等
の
総
床
面
積
」
欄
及
び
「
各
個
室
等
の
床
面
積
」
欄
に
は
、
法
第
２

、
条
第
６
項
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
４
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
個
室
に
つ
い
て
、
同
項
第
３
号
の
営
業
に

あ
つ
て
は
客
が
在
室
す
る
こ
と
と
な
る
個
室
又
は
客
席
に
つ
い
て
、
同
項
第
５
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
当

該
物
品
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
場
所
に
つ
い
て
、
同
項
第
６
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
の
申
込
み
を

取
り
次
ぐ
も
の
に
あ
つ
て
は
異
性
が
姿
態
を
見
せ
る
場
所
及
び
異
性
の
姿
態
又
は
そ
の
画
像
を
見
る
場
所

に
つ
い
て
、
同
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
す
る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
面
会
す
る
場
所
に
つ
い

て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
１
号
及
び
第
２
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
個
室
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要
等

1 営業所における業務の

実施を統括管理する者

そ
の
２建
物
の
構
造

建
物

内
の

営
業
所
の
位
置

営
室

営
業
所
の
床
面
積

㎡
業

個
室
等
の
数

所
㎡

㎡
の

各
個
室
等
の

床
面

積
構

個
室
等
の
総
床
面
積

㎡
㎡

㎡
造及び

㎡
令
第
２
条
第
２
号
の
興
行
場
に
係
る
個
室
の

隣
室
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
床
面
積

設備の
そ

概要
の他

(ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

※
地

区
①
禁
止
地
区
内

②
禁
止
地
区
外

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
に
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
本
籍
・
国
籍
」
欄
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
国
籍
を

記
載
す
る
こ
と
。

４
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
個
室
等
の
数
」
欄
「
個
室
等
の
総
床
面
積
」
欄
及
び
「
各
個
室
等
の
床
面
積
」
欄
に
は
、
法
第
２

、
条
第
６
項
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
４
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
個
室
に
つ
い
て
、
同
項
第
３
号
の
営
業
に

あ
つ
て
は
客
が
在
室
す
る
こ
と
と
な
る
個
室
又
は
客
席
に
つ
い
て
、
同
項
第
５
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
当

該
物
品
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
場
所
に
つ
い
て
、
同
項
第
６
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
の
申
込
み
を

取
り
次
ぐ
も
の
に
あ
つ
て
は
異
性
が
姿
態
を
見
せ
る
場
所
及
び
異
性
の
姿
態
又
は
そ
の
画
像
を
見
る
場
所

に
つ
い
て
、
同
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
す
る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
面
会
す
る
場
所
に
つ
い

て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
１
号
及
び
第
２
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
個
室
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要
等

1 営業所における業務の

実施を統括管理する者
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(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
３
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
個
室
、
客
席
、
舞
台
等
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要

2
等

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
４
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
施
設
の
概
要
（
食
堂
（
調
理
室
を
含
む
）
及
び

3
。

ロ
ビ
ー
の
床
面
積
を
含
む

、
個
室
の
構
造
及
び
施
設
の
概
要
等

。
）

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
６
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
も
の
に
あ
つ
て
は
異
性
が
姿

4
態
を
見
せ
る
場
所
及
び
異
性
の
姿
態
又
は
そ
の
画
像
を
見
る
場
所
の
、
同
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
す
る

機
会
を
提
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
面
会
す
る
場
所
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要
等

８
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

９
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
３
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
個
室
、
客
席
、
舞
台
等
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要

2
等

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
４
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
施
設
の
概
要
（
食
堂
（
調
理
室
を
含
む
）
及
び

3
。

ロ
ビ
ー
の
床
面
積
を
含
む

、
個
室
の
構
造
及
び
施
設
の
概
要
等

。
）

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
６
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
も
の
に
あ
つ
て
は
異
性
が
姿

4
態
を
見
せ
る
場
所
及
び
異
性
の
姿
態
又
は
そ
の
画
像
を
見
る
場
所
の
、
同
号
の
営
業
の
う
ち
面
会
す
る

機
会
を
提
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
面
会
す
る
場
所
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要
等

８
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

９
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
1
8
号
（
第
4
2
条
、
第
6
4
条
、
第
1
0
4
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
9号
（
第
4
1
条
、
第
6
3
条
、
第
7
9
条
関
係
）

（
第
4
2
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
1
号

そ
の
１

営
業

の
方

法

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
）

氏
名

又
は

名
称

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
６
項
第

号
の
営
業

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
広
告
物
の
表
示

（
場
所
：

）
広

②
新
聞
・
雑
誌

（
広
告
の
頻
度
：

）
告

広
告
又
は
宣
伝

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

）
又

④
割
引
券
、
ビ
ラ
等
の
頒
布
（
場
所
：

）
は

の
方

法
⑤

そ
の
他

（
）

宣
⑥

広
告
又
は
宣
伝
は
し
な
い

伝の
広
告
又
は
宣
伝
を

態
す
る
と
き
に
1
8
歳

様
未
満
の
者
の
立
入

禁
止
を
明
ら
か
に

す
る
方
法

営
業
所
の
入
り
口
に
お

け
る
1
8
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

日
本
国
籍
を
有
し
な
い

①
す
る

②
し
な
い

者
を
従
業
者
と
し
て
使

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

用
す
る
こ
と

1
8
歳
未
満
の
者
を
従
業

①
す
る

②
し
な
い

者
と
し
て
使
用
す
る
こ

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

と

（
第
4
3
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
0
号

そ
の
１

営
業

の
方

法

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
）

氏
名

又
は

名
称

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
６
項
第

号
の
営
業

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
広
告
物
の
表
示

（
場
所
：

）
広

②
新
聞
・
雑
誌

（
広
告
の
頻
度
：

）
告

広
告
又
は
宣
伝

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

）
又

④
割
引
券
、
ビ
ラ
等
の
頒
布
（
場
所
：

）
は

の
方

法
⑤

そ
の
他

（
）

宣
⑥

広
告
又
は
宣
伝
は
し
な
い

伝の
広
告
又
は
宣
伝
を

態
す
る
と
き
に
1
8
歳

様
未
満
の
者
の
立
入

禁
止
を
明
ら
か
に

す
る
方
法

営
業
所
の
入
口
に
お

け
る
1
8
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

日
本
国
籍
を
有
し
な
い

①
す
る

②
し
な
い

者
を
従
業
者
と
し
て
使

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

用
す
る
こ
と

1
8
歳
未
満
の
者
を
従
業

①
す
る

②
し
な
い

者
と
し
て
使
用
す
る
こ

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

と
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そ
の
２

①
す
る

②
し
な
い

酒
類

の
提

供
①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

役
務
提
供
の
態
様

当
該
営
業
所
に
お
い
て

①
す
る

②
し
な
い

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
広
告
又
は
宣
伝
の
方
法
」
欄
に
は
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
媒
体
及
び
各

媒
体
ご
と
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」

欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の

種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
役
務
提
供
の
態
様
」
欄
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
１
号
又
は
第
２
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
異
性
の
客
に
接
触
す
る
役
務
の
種
類

1
（
身
体
を
洗
う
か
否
か
の
別
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
す
る
か
否
か
の
別
等
）

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
３
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
興
行
の
種
類
（
令
第
２
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当

2
す
る
か
の
別
）

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
４
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
施
設
等
の
種
類
（
令
第
３
条
各
項
各
号
の
い
ず
れ

3
に
該
当
す
る
か
の
別
、
宿
泊
者
名
簿
の
記
載
、
宿
泊
の
料
金
の
受
渡
し
及
び
客
室
の
か
ぎ
の
授
受
を

）
行
う
場
所
等

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
５
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
販
売
又
は
貸
付
け
の
別
、
物
品
の
種
類
（
令
第
４

4
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
）
等

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
６
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
異
性
を
紹
介
す
る
方
法
（
面
会
の
申
込
み
を
取
り

5
次
ぐ
か
又
は
面
会
す
る
機
会
を
提
供
す
る
か
の
別
（
面
会
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
場
合
に
あ
つ
て
は
、

異
性
の
姿
態
又
は
そ
の
画
像
の
い
ず
れ
を
見
せ
る
か
の
別
を
含
む

）
等

。
）

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

そ
の
２

①
す
る

②
し
な
い

酒
類

の
提

供
①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

役
務
提
供
の
態
様

当
該
営
業
所
に
お
い
て

①
す
る

②
し
な
い

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
広
告
又
は
宣
伝
の
方
法
」
欄
に
は
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
媒
体
及
び
各

媒
体
ご
と
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」

欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の

種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
役
務
提
供
の
態
様
」
欄
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
１
号
又
は
第
２
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
異
性
の
客
に
接
触
す
る
役
務
の
種
類

1
（
身
体
を
洗
う
か
否
か
の
別
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
す
る
か
否
か
の
別
等
）

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
３
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
興
行
の
種
類
（
令
第
２
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当

2
す
る
か
の
別
）

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
４
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
施
設
等
の
種
類
（
令
第
３
条
各
項
各
号
の
い
ず
れ

3
に
該
当
す
る
か
の
別
、
宿
泊
者
名
簿
の
記
載
、
宿
泊
の
料
金
の
受
渡
し
及
び
客
室
の
鍵
の
授
受
を
行

）
う
場
所
等

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
５
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
販
売
又
は
貸
付
け
の
別
、
物
品
の
種
類
（
令
第
４

4
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
）
等

(
)
法
第
２
条
第
６
項
第
６
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
異
性
を
紹
介
す
る
方
法
（
面
会
の
申
込
み
を
取
り

5
次
ぐ
か
又
は
面
会
す
る
機
会
を
提
供
す
る
か
の
別
（
面
会
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
場
合
に
あ
つ
て
は
、

異
性
の
姿
態
又
は
そ
の
画
像
の
い
ず
れ
を
見
せ
る
か
の
別
を
含
む

）
等

。
）

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
2
0
号
（
第
4
3
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
1号
（
第
4
2
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
1
号
（
第
4
4
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
2号
（
第
4
3
条
関
係
）

（
第
43
条
、
第
54
条
、
第
65
条
関
係
）

別
記
様
式
第
23
号

第
号

届
出
確
認
書
不
交
付
通
知
書

年
月

日
付
け
で
届
出
の
あ
つ
た
下
記
の
営
業
に
つ
い
て
は
、
届
出
確
認
書
を
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
4
3条
第
２
項
（
第
54条

第
２
項
及
び
第
65
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
。

年
月

日

住
所

殿

公
安
委
員
会
印

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
営
業
所
又
は
受
付
所

（
）

局
番

の
所

在
地

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称
又
は

広
告
若
し
く
は

宣
伝
を
す
る
場
合
に

使
用
す
る
呼
称

上
記
営
業
所
又
は
受
付
所
が
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
る
区
域
又
は
地
域
に
所
在
す
る
た
め
。

交
付
で
き
な
い
理
由

注
）
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
200万

円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

備
考１

受
付
所
を
複
数
設
け
る
旨
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
「
営
業
所
又
は
受
付

所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
受
付
所
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
区
域
又
は
地
域
に
所

在
す
る
受
付
所
の
み
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

３
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
4
4条
、
第
55
条
、
第
6
6条
関
係
）

別
記
様
式
第
22
号

第
号

届
出
確
認
書
不
交
付
通
知
書

年
月

日
付
け
で
届
出
の
あ
つ
た
下
記
の
営
業
に
つ
い
て
は
、
届
出
確
認
書
を
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
4
4
条
第
２
項
（
第
55
条
第
２
項
及
び
第
6
6条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
。

年
月

日

住
所

殿

公
安
委
員
会
印

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
営
業
所
又
は
受
付
所

（
）

局
番

の
所

在
地

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称
又
は

広
告
若
し
く
は

宣
伝
を
す
る
場
合
に

使
用
す
る
呼
称

上
記
営
業
所
又
は
受
付
所
が
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
る
区
域
又
は
地
域
に
所
在
す
る
た
め
。

交
付
で
き
な
い
理
由

注
）
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
200万

円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

備
考１

受
付
所
を
複
数
設
け
る
旨
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
「
営
業
所
又
は
受
付

所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
受
付
所
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
区
域
又
は
地
域
に
所

在
す
る
受
付
所
の
み
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

３
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
4
5
条
、
第
5
5
条
、
第
6
1
条
、
第
6
6
条
、
第
7
2
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
3
号

受
理

受
理

交
付

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

届
出
確
認
書
再
交
付
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
4
5
条
（
第
5
5
条
第
２
項
、

第
6
1
条
第
２
項
、
第
6
6
条
第
２
項
及
び
第
7
2
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
届
出
確
認
書
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

再
交

付
を

受
け
よ
う
と
す
る
※
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
あ
つ
て
は
、

届
出
確
認
書
の
種
別

当
該
営
業
の
種
別
（
法
第
２
条
第

項
号
の
営
業
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）

住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

１
営
業
所
の
名
称
又
は

広
告
若
し
く
は

２

宣
伝
を
す
る
場
合
に

３
使
用
す
る
呼
称

〒
（

）
営
業
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

（
）

局
番

届
出
確
認
書

交
付
年
月
日

再
交

付
を

申
請
す
る
事
由

備
考１
※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
再
交
付
を
申
請
す
る
事
由
」
欄
に
は
、
亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

（
第
4
4
条
、
第
5
4
条
、
第
6
0
条
、
第
6
5
条
、
第
7
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
4
号

受
理

受
理

交
付

※
※

※
年
月
日

番
号

年
月
日

届
出
確
認
書
再
交
付
申
請
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
4
4
条
（
第
5
4
条
第
２
項
、

第
6
0
条
第
２
項
、
第
6
5
条
第
２
項
及
び
第
7
1
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
届
出
確
認
書
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

再
交

付
を

受
け
よ
う
と
す
る
※
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
あ
た
っ
て

届
出
確
認
書
の
種
別

は
、
当
該
営
業
の
種
別
（
法
第
２
条
第

項
号
の
営
業
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）

住
所

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

１
営
業
所
の
名
称
又
は

広
告
若
し
く
は

２

宣
伝
を
す
る
場
合
に

３
使
用
す
る
呼
称

〒
（

）
営
業
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

（
）

局
番

届
出
確
認
書

交
付
年
月
日

再
交

付
を

申
請
す
る
事
由

備
考１
※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
再
交
付
を
申
請
す
る
事
由
」
欄
に
は
、
亡
失
又
は
滅
失
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
2
4
号
（
第
5
0
条
、
第
5
1
条
、
第
5
7
条
、
第
68
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
5号
（
第
4
9
条
、
第
5
0
条
、
第
5
6
条
、
第
67
条
関
係
）

（
第
51条

関
係
）

別
記
様
式
第
2
6号

受
理

交
付

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

交
付

※
※

番
号

番
号

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
31条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届

出
を
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

(ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍
・
国
籍

生
年
月
日

年
月

日
生

（
ふ
り
が
な
）

１

広
告
又
は
宣
伝
を
す
る

２３
場
合
に
使
用
す
る
呼
称

４〒
（

）
事
務
所
の
所
在
地

（
）

局
番

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営

法
第
２
条
第
７
項
第

号
の
営
業

業
の
種
別

法人にあつては、

その代表者

（
第
52条

関
係
）

別
記
様
式
第
25
号

受
理

交
付

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

交
付

※
※

番
号

番
号

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
31
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届

出
を
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

(ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍
・
国
籍

生
年
月
日

年
月

日
生

（
ふ
り
が
な
）

１

広
告
又
は
宣
伝
を
す
る

２３
場
合
に
使
用
す
る
呼
称

４〒
（

）
事
務
所
の
所
在
地

（
）

局
番

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営

法
第
２
条
第
７
項
第

号
の
営
業

業
の
種
別

法人にあつては、

その代表者
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そ
の
２

客
の
依
頼
を
受
け
る
方

法客
の
依
頼
を
受
け
る
た

め
の
電
話
番
号
そ
の
他

の
連
絡
先

〒
（

）
受

所
在

地
（

）
局

番

建
物
の
構
造

付所
建

物
内

の
受
付
所
の
位
置

〒
（

）
所

在
地

待
（

）
局

番

建
物

内
の

機
待
機
所
の
位
置

所
待
機
所
と
し
て
の

専
用
状
況

営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
に
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
本
籍
・
国
籍
」
欄
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
国
籍
を

記
載
す
る
こ
と
。

４
「
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
呼
称
」
欄
に
は
、
当
該
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
す

（
、

る
場
合
に
当
該
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称
当
該
呼
称
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
れ
ら
全
部
の
呼
称
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
事
務
所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
）
の
所
在
地
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
」
欄
に
は
、
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
を
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
客
の
依
頼
を
受
け
る
た
め
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
」
欄
に
は
、
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
に

応
じ
、
そ
の
連
絡
先
と
な
る
電
話
番
号
、
郵
便
の
宛
先
、
振
込
口
座
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
等
の
事
項
を
す
べ
て
記
載

す
る
こ
と
。

８
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
屋
建
又
は
２
階
建
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
９

「
受
付
所

「
待
機
所
」
欄
中
の
「
建
物
内
の
受
付
所
の
位
置
」
及
び
「
建
物
内
の
待
機
所
の
位
置
」

」
、

欄
に
は
、
受
付
所
又
は
待
機
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部
の
使
用
の
別
を
記
載

す
る
こ
と
。

1
0
「
待
機
所
」
欄
中
の
「
待
機
所
と
し
て
の
専
用
状
況
」
欄
に
は
、
当
該
待
機
所
を
営
業
以
外
の
用
途
で

使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
他
の
用
途
に
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

11
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

12
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

そ
の
２

客
の
依
頼
を
受
け
る
方

法客
の
依
頼
を
受
け
る
た

め
の
電
話
番
号
そ
の
他

の
連
絡
先

〒
（

）
受

所
在

地
（

）
局

番

建
物
の
構
造

付所
建

物
内

の
受
付
所
の
位
置

〒
（

）
所

在
地

待
（

）
局

番

建
物

内
の

機
待
機
所
の
位
置

所
待
機
所
と
し
て
の

専
用
状
況

営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
に
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
本
籍
・
国
籍
」
欄
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
国
籍
を

記
載
す
る
こ
と
。

４
「
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
呼
称
」
欄
に
は
、
当
該
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
す

（
、

る
場
合
に
当
該
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称
当
該
呼
称
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
れ
ら
全
部
の
呼
称
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
事
務
所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
）
の
所
在
地
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
」
欄
に
は
、
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
を
全
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
客
の
依
頼
を
受
け
る
た
め
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
」
欄
に
は
、
客
の
依
頼
を
受
け
る
方
法
に

応
じ
、
そ
の
連
絡
先
と
な
る
電
話
番
号
、
郵
便
の
宛
先
、
振
込
口
座
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
等
の
事
項
を
全
て
記
載
す

る
こ
と
。

８
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
９

「
受
付
所

「
待
機
所
」
欄
中
の
「
建
物
内
の
受
付
所
の
位
置
」
及
び
「
建
物
内
の
待
機
所
の
位
置
」

」
、

欄
に
は
、
受
付
所
又
は
待
機
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部
の
使
用
の
別
を
記
載

す
る
こ
と
。

1
0
「
待
機
所
」
欄
中
の
「
待
機
所
と
し
て
の
専
用
状
況
」
欄
に
は
、
当
該
待
機
所
を
営
業
以
外
の
用
途
で

使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
他
の
用
途
に
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

11
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

12
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
2
6
号
（
第
5
3
条
、
第
5
9
条
、
第
7
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
7号
（
第
5
2
条
、
第
5
8
条
、
第
6
9
条
関
係
）

（
第
5
2
条
、
第
5
8
条
、
第
6
9
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
8
号

受
理

受
理

そ
の
１

※
※

年
月
日

番
号

変
更

届
出

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
3
1
条
の
２
第
２
項
（
同
法
第
3
1
条
の

７
第
２
項
及
び
第
3
1
条
の
1
7
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
ま

。
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

(
ふ
り
が
な
)

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

広
告
又
は
宣
伝
を
す
る

場
合
に
使
用
す
る
呼
称

〒
（

）
事
務
所
の
所
在
地

（
）

局
番

営
業

の
種

別
変
更
年
月
日

年
月

日

新
旧

変更事項

（
第
5
3
条
、
第
5
9
条
、
第
7
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
7
号

受
理

受
理

そ
の
１

※
※

年
月
日

番
号

変
更

届
出

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
3
1
条
の
２
第
２
項
（
同
法
第
3
1
条
の

７
第
２
項
及
び
第
3
1
条
の
1
7
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
ま

。
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

(
ふ
り
が
な
)

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

広
告
又
は
宣
伝
を
す
る

場
合
に
使
用
す
る
呼
称

〒
（

）
事
務
所
の
所
在
地

（
）

局
番

営
業

の
種

別
変
更
年
月
日

年
月

日

新
旧

変更事項
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そ
の
２所

在
地

受付所
建
物
の
構
造

の
建

物
内

の
新

受
付
所
の
位
置

設

所
在

地
待機

建
物

内
の

所
待
機
所
の
位
置

の新
待
機
所
と
し
て
の

設
専

用
状

況

変更の事由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
呼
称
」
欄
に
は
、
当
該
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
す

（
、

る
場
合
に
当
該
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称
当
該
呼
称
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
れ
ら
全
部
の
呼
称
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
事
務
所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
）
の
所
在
地
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
、
受
付
所
、
待
機
所
を
新
た
に
設
け
る
場
合
に
は
「
受
付
所

、
の
新
設

「
待
機
所
の
新
設
」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

」
、

６
「
受
付
所
の
新
設
」
欄
中
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
屋
建
又
は
２
階
建
等

の
別
を
、
木
造
以
外
の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨

造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る

。
こ
と
。

７
「
受
付
所
の
新
設

「
待
機
所
の
新
設
」
欄
中
の
「
建
物
内
の
受
付
所
の
位
置
」
及
び
「
建
物
内
の
待

」
、

機
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
受
付
所
又
は
待
機
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部
の
使

用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
待
機
所
の
新
設
」
欄
中
の
「
待
機
所
と
し
て
の
専
用
状
況
」
欄
に
は
、
当
該
待
機
所
を
営
業
以
外
の

用
途
で
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
他
の
用
途
に
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
0
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

そ
の
２所

在
地

受付所
建
物
の
構
造

の
建

物
内

の
新

受
付
所
の
位
置

設

所
在

地
待機

建
物

内
の

所
待
機
所
の
位
置

の新
待
機
所
と
し
て
の

設
専

用
状

況

変更の事由

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
呼
称
」
欄
に
は
、
当
該
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
す

（
、

る
場
合
に
当
該
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称
当
該
呼
称
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
れ
ら
全
部
の
呼
称
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
事
務
所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
）
の
所
在
地
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
、
受
付
所
、
待
機
所
を
新
た
に
設
け
る
場
合
に
は
「
受
付
所

、
の
新
設

「
待
機
所
の
新
設
」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

」
、

６
「
受
付
所
の
新
設
」
欄
中
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建

て
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、

鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載

。
す
る
こ
と
。

７
「
受
付
所
の
新
設

「
待
機
所
の
新
設
」
欄
中
の
「
建
物
内
の
受
付
所
の
位
置
」
及
び
「
建
物
内
の
待

」
、

機
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
受
付
所
又
は
待
機
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部
の
使

用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
待
機
所
の
新
設
」
欄
中
の
「
待
機
所
と
し
て
の
専
用
状
況
」
欄
に
は
、
当
該
待
機
所
を
営
業
以
外
の

用
途
で
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
他
の
用
途
に
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
0
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
5
3
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
9
号

そ
の
１

営
業

の
方

法
（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
）

氏
名

又
は

名
称

広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に

使
用

す
る

呼
称

事
務
所
の
所
在
地

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
７
項
第

号
の
営
業

①
す
る

②
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝

①
広
告
物
の
表
示

（
場
所
：

）
②

新
聞
・
雑
誌

（
広
告
の
頻
度
：

）
の

方
法

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

）
④

割
引
券
、
ビ
ラ
等
の
頒
布
（
場
所
：

）
⑤

そ
の
他

（
）

⑥
広
告
又
は
宣
伝
は
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝
を

す
る
と
き
に
1
8
歳

未
満
の
者
の
利
用

禁
止
を
明
ら
か
に

す
る
方
法

日
本
国
籍
を
有
し
な
い

①
す
る

②
し
な
い

者
を
従
業
者
と
し
て
使

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

用
す
る
こ
と

1
8
歳
未
満
の
者
を
従
業

①
す
る

②
し
な
い

者
と
し
て
使
用
す
る
こ

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

と役
務
提
供
の
態
様

広告又は宣伝の態様

（
第
5
4
条
関
係
）

別
記
様
式
第
2
8
号

そ
の
１

営
業

の
方

法
（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
）

氏
名

又
は

名
称

広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に

使
用

す
る

呼
称

事
務
所
の
所
在
地

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別

法
第
２
条
第
７
項
第

号
の
営
業

①
す
る

②
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝

①
広
告
物
の
表
示

（
場
所
：

）
②

新
聞
・
雑
誌

（
広
告
の
頻
度
：

）
の

方
法

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

）
④

割
引
券
、
ビ
ラ
等
の
頒
布
（
場
所
：

）
⑤

そ
の
他

（
）

⑥
広
告
又
は
宣
伝
は
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝
を

す
る
と
き
に
1
8
歳

未
満
の
者
の
利
用

禁
止
を
明
ら
か
に

す
る
方
法

日
本
国
籍
を
有
し
な
い

①
す
る

②
し
な
い

者
を
従
業
者
と
し
て
使

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

用
す
る
こ
と

1
8
歳
未
満
の
者
を
従
業

①
す
る

②
し
な
い

者
と
し
て
使
用
す
る
こ

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

と役
務
提
供
の
態
様

広告又は宣伝の態様
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そ
の
２
（
法
第
２
条
第
７
項
第
１
号
の
営
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
受
付
所
を
設
け
る
場
合
）

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

受
付
所
の
入
り
口
に
お

け
る
1
8歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

①
す
る

②
し
な
い

酒
類

の
提

供
①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

受
付
所
に
お
い
て

①
す
る

②
し
な
い

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
広
告
又
は
宣
伝
の
方
法
」
欄
に
は
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
媒
体
及
び
各

媒
体
ご
と
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
役
務
提
供
の
態
様
」
欄
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
７
項
第
１
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
異
性
の
客
に
接
触
す
る
役
務
の
種
類
（
身
体
を
洗

1
う
か
否
か
の
別
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
す
る
か
否
か
の
別
等
）

(
)
法
第
２
条
第
７
項
第
２
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
販
売
又
は
貸
付
け
の
別
、
物
品
の
種
類
（
令
第
４

2
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
）
等

３
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」

欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の

種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

そ
の
２
（
法
第
２
条
第
７
項
第
１
号
の
営
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
受
付
所
を
設
け
る
場
合
）

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

受
付
所
の
入
口
に
お

け
る
1
8歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

①
す
る

②
し
な
い

酒
類

の
提

供
①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

受
付
所
に
お
い
て

①
す
る

②
し
な
い

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
広
告
又
は
宣
伝
の
方
法
」
欄
に
は
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
媒
体
及
び
各

媒
体
ご
と
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
役
務
提
供
の
態
様
」
欄
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
)
法
第
２
条
第
７
項
第
１
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
異
性
の
客
に
接
触
す
る
役
務
の
種
類
（
身
体
を
洗

1
う
か
否
か
の
別
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
す
る
か
否
か
の
別
等
）

(
)
法
第
２
条
第
７
項
第
２
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
販
売
又
は
貸
付
け
の
別
、
物
品
の
種
類
（
令
第
４

2
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
）
等

３
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」

欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の

種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

５
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第
2
9
号
（
第
5
5
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
0号
（
第
5
4
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
0
号
（
第
5
6
条
、
第
6
2
条
、
第
7
4
条
、
第
10
5
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
1号
（
第
5
5
条
、
第
6
1
条
、
第
7
3
条
、
第
80
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
1
号
（
第
5
8
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
2号
（
第
5
7
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
2
号
（
第
6
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
3号
（
第
5
9
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
3
号
（
第
6
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
4号
（
第
6
0
条
関
係
）

（
第
62
条
関
係
）

別
記
様
式
第
35
号

受
理

交
付

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

交
付

※
※

番
号

番
号

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
31
条
の
12第

１
項
の
規
定
に
よ
り
届

出
を
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

(
ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍
・
国
籍

生
年
月
日

年
月

日
生

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

電
気
通
信
設
備
を
識
別
す

る
た
め
の
電
話
番
号

法人にあつては、

その代表者

（
第
6
3条
関
係
）

別
記
様
式
第
34
号

受
理

交
付

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

交
付

※
※

番
号

番
号

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
31
条
の
12
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届

出
を
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

(
ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍
・
国
籍

生
年
月
日

年
月

日
生

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

電
気
通
信
設
備
を
識
別
す

る
た
め
の
電
話
番
号

法人にあつては、

その代表者
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そ
の
２

営業
建
物
の
構
造

所の構
建

物
内

の
造

営
業
所
の
位
置

及

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
び

個
室

の
数

設備の
各
個
室
の

㎡
㎡

概
個
室
の
総
床
面
積

㎡
要

床
面
積

㎡
㎡

設
置
場
所
の

所
在

地

機
器
の
構
成

及
び

処
理
能
力

(ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

※
地

区
①
禁

止
地

区
内

②
禁

止
地

区
外

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
本
籍
・
国
籍
」
欄
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
国
籍
を

記
載
す
る
こ
と
。

４
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
屋
建
又
は
２
階
建
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
個
室
の
数
」
欄
「
個
室
の
総
床
面
積
」
欄
及
び
「
各
個
室
の
床
面
積
」
欄
に
は
、
客
が
在
室
す
る

、
こ
と
と
な
る
個
室
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
機
器
の
構
成
及
び
処
理
能
力
」
欄
に
は
、
電
気
通
信
設
備
の
設
置
場
所
ご
と
に
、
使
用
す
る
電
気
通

信
設
備
の
型
番
及
び
台
数
、
当
該
電
気
通
信
設
備
に
接
続
し
て
使
用
す
る
電
話
回
線
数
等
の
事
項
を
記
載

す
る
こ
と
。

８
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

９
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

営業所における業務の

実施を統括管理する者

法第２条第９項の

電子通信設備の概要

そ
の
２

営業
建
物
の
構
造

所の構
建

物
内

の
造

営
業
所
の
位
置

及

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
び

個
室

の
数

設備の
各
個
室
の

㎡
㎡

概
個
室
の
総
床
面
積

㎡
要

床
面
積

㎡
㎡

設
置
場
所
の

所
在

地

機
器
の
構
成

及
び

処
理
能
力

(
ふ
り
が
な
)

氏
名

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

本
籍

・
国

籍

生
年

月
日

年
月

日
生

営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

年
月

日

※
地

区
①
禁

止
地

区
内

②
禁

止
地

区
外

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
本
籍
・
国
籍
」
欄
に
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
国
籍
を

記
載
す
る
こ
と
。

４
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
個
室
の
数
」
欄
「
個
室
の
総
床
面
積
」
欄
及
び
「
各
個
室
の
床
面
積
」
欄
に
は
、
客
が
在
室
す
る

、
こ
と
と
な
る
個
室
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
機
器
の
構
成
及
び
処
理
能
力
」
欄
に
は
、
電
気
通
信
設
備
の
設
置
場
所
ご
と
に
、
使
用
す
る
電
気
通

信
設
備
の
型
番
及
び
台
数
、
当
該
電
気
通
信
設
備
に
接
続
し
て
使
用
す
る
電
話
回
線
数
等
の
事
項
を
記
載

す
る
こ
と
。

８
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

９
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

営業所における業務の

実施を統括管理する者

法第２条第９項の

電子通信設備の概要
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（
第
6
4条
関
係
）

別
記
様
式
第
36
号

そ
の
１

営
業

の
方

法
（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
）

氏
名

又
は

名
称

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝
の

①
広
告
物
の
表
示

（
場
所
：

）
②

新
聞
・
雑
誌

（
広
告
の
頻
度
：

）
方

法
③

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

）
④

割
引
券
、
ビ
ラ
等
の
頒
布
（
場
所
：

）
⑤

そ
の
他

（
）

⑥
広
告
又
は
宣
伝
は
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝
を

す
る
と
き
に
1
8歳

未
満
の
者
の
立
入

り
及
び
利
用
の
禁

止
を
明
ら
か
に
す

る
方
法

営
業
所
の
入
り
口
に
お

け
る
18
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

18
歳
未
満
の
者
を
従
業

①
す
る

②
し
な
い

者
と
し
て
使
用
す
る
こ

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

と 広告又は宣伝の態様

（
第
6
5
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
5
号

そ
の
１

営
業

の
方

法
（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
）

氏
名

又
は

名
称

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝
の

①
広
告
物
の
表
示

（
場
所
：

）
②

新
聞
・
雑
誌

（
広
告
の
頻
度
：

）
方

法
③

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

）
④

割
引
券
、
ビ
ラ
等
の
頒
布
（
場
所
：

）
⑤

そ
の
他

（
）

⑥
広
告
又
は
宣
伝
は
し
な
い

広
告
又
は
宣
伝
を

す
る
と
き
に
1
8
歳

未
満
の
者
の
立
入

り
及
び
利
用
の
禁

止
を
明
ら
か
に
す

る
方
法

営
業
所
の
入
口
に
お

け
る
1
8
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

1
8
歳
未
満
の
者
を
従
業

①
す
る

②
し
な
い

者
と
し
て
使
用
す
る
こ

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

と 広告又は宣伝の態様
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そ
の
２

①
す
る

②
し
な
い

酒
類

の
提

供
①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

措
置
の
具
体
的
内
容

（
ふ
り
が
な
）

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

代
表
者
の
氏
名

付
与
を
行
う

方
法
及
び

場
所

役
務
提
供
の
態
様

当
該
営
業
所
に
お
い
て

①
す
る

②
し
な
い

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
広
告
又
は
宣
伝
の
方
法
」
欄
に
は
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
媒
体
及
び
各

媒
体
ご
と
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」

欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の

種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
措
置
の
具
体
的
内
容
」
欄
に
は
、
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
1
8
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
行
う
措
置
の
具
体
的
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
措
置
と
し
て
自
ら
識
別
番
号
等
の
付
与

を
行
う
場
合
は
、
付
与
を
行
う
場
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
付
与
を
行
う
方
法
及
び
場
所
」
欄
に
は
、
識
別
番
号
等
付
与
希
望
者
が
18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
方
法
及
び
当
該
識
別
番
号
等
を
付
与
す
る
場
所
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
役
務
提
供
の
態
様
」
欄
に
は
、
役
務
提
供
と
し
て
行
う
取
次
ぎ
の
種
類
（
客
に
競
わ
せ
る
か
又
は
営

業
を
営
む
者
が
割
り
当
て
る
か
の
別
、
取
次
ぎ
に
従
業
者
が
介
在
す
る
か
否
か
の
別
、
従
業
者
を
一
方
の

当
事
者
と
す
る
会
話
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
か
の
別
）
等
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

７
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

法第条の第３項の規定 3113

により講ずる措置の内容

当該措置として他人が付

与した識別番号等を利用

する場合は、当該付与者

そ
の
２

①
す
る

②
し
な
い

酒
類

の
提

供
①
の
場
合
：
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0歳
未
満
の
者
へ
の

酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

措
置
の
具
体
的
内
容

（
ふ
り
が
な
）

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番
（
ふ
り
が
な
）

代
表
者
の
氏
名

付
与
を
行
う

方
法
及
び

場
所

役
務
提
供
の
態
様

当
該
営
業
所
に
お
い
て

①
す
る

②
し
な
い

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
広
告
又
は
宣
伝
の
方
法
」
欄
に
は
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
媒
体
及
び
各

媒
体
ご
と
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
、
提
供
の
方
法
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」

欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の

種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
及
び
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
措
置
の
具
体
的
内
容
」
欄
に
は
、
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
1
8
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
行
う
措
置
の
具
体
的
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
措
置
と
し
て
自
ら
識
別
番
号
等
の
付
与

を
行
う
場
合
は
、
付
与
を
行
う
場
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
付
与
を
行
う
方
法
及
び
場
所
」
欄
に
は
、
識
別
番
号
等
付
与
希
望
者
が
1
8
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
方
法
及
び
当
該
識
別
番
号
等
を
付
与
す
る
場
所
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
役
務
提
供
の
態
様
」
欄
に
は
、
役
務
提
供
と
し
て
行
う
取
次
ぎ
の
種
類
（
客
に
競
わ
せ
る
か
又
は
営

業
を
営
む
者
が
割
り
当
て
る
か
の
別
、
取
次
ぎ
に
従
業
者
が
介
在
す
る
か
否
か
の
別
、
従
業
者
を
一
方
の

当
事
者
と
す
る
会
話
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
か
の
別
）
等
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

７
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

法第条の第３項の規定 3113

により講ずる措置の内容

当該措置として他人が付

与した識別番号等を利用

する場合は、当該付与者
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別
記
様
式
第
3
6
号
（
第
6
6
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
7号
（
第
6
5
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
7
号
（
第
6
9
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
8号
（
第
6
8
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
8
号
（
第
7
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
9号
（
第
7
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
3
9
号
（
第
7
2
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
0号
（
第
7
1
条
関
係
）

- 105 -



（
新
設
）

（
第
7
7
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
0
号

受
理

許
可

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

許
可

※
※

番
号

番
号

許
可

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
3
1
条
の
2
3
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

（
ふ
り
が
な
）

管
理

者
の

氏
名

〒
（

）
管

理
者

の
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
の
住
所

そ
の
役
員
の
氏
名

代表者

廃
止

の
事

由
廃
止
年
月
日

許
可
番
号

滅
失
に
よ
り
廃
止
し
た

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

年
月

日

許
可
年
月
日

年
月

日
許
可
番
号

現
に
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

許
可
等
を
受
け
て
営
む

営
業
所
の
名
称

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

及
び
所
在
地
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そ
の
２

営
建

物
の

構
造

業
建

物
内

の
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
の

㎡
㎡

構
各
客
室
の

客
室
の
総
床
面
積

㎡
床
面
積

造
㎡

㎡

及
照

明
設

備
び設

音
響

設
備

備
防

音
設

備
の概

そ
の

他
要※

兼
業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

※
年

月
日

条
年

月
日

件
年

月
日

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
滅
失
に
よ
り
廃
止
し
た
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
」
欄
は
、
法
第
31
条
の
2
3
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

４
条
第
３
項
の
事
由
に
よ
り
消
滅
し
た
た
め
に
廃
止
し
た
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
事
項
を
記
載
す

る
こ
と
。

４
「
現
に
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
等
を
受
け
て
営
む
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
」
欄
は
、
申
請
に
係
る

営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
お
い
て
当
該
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
か
ら
現
に
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可

等
を
受
け
て
営
ん
で
い
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
で
、
当
該
申
請
の
日
の
直
近
の
日
に
許
可
を
受
け
た
も

の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
６

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

９
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
0
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

記
載
す
る
こ
と
。

1
1
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
2
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
新
設
）

（
第
7
7
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
1
号

営
業

の
方

法
（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
）

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

従
業
者
と
し
て
使
用

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

す
る
こ
と

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

①
の
場
合
：
午
後
1
0
時
以
後
翌
日
の
午
前
０
時
前
の
時
間
に
お
い
て
保
護
者

客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ

が
同
伴
し
な
い
1
8
歳
未
満
の
者
を
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ

る
こ
と

と
を
防
止
す
る
方
法
及
び
午
前
０
時
か
ら
午
前
６
時
ま
で
の
時

間
に
お
い
て
1
8
歳
未
満
の
者
を
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と

を
防
止
す
る
方
法

1
8
歳
未
満
の
者
の

立
入
禁
止
の
表
示
方
法

提
供
す
る
飲
食
物
（
酒
類
を
除
く
）
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

。

提
供
す
る
酒
類
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

飲
食
物
の
提
供

2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

遊
興

の
内

容

①
す
る

②
し
な
い

当
該
営
業
所
に
お
い
て

他
の
営
業
を
兼
業

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

す
る
こ
と
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備
考１

「
提
供
す
る
飲
食
物
（
酒
類
を
除
く
）
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供

。

す
る
飲
食
物
（
酒
類
を
除
く
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給

。

仕
の
方
法
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、

ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方

法
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
20歳

未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」
欄
に
は
、
20歳

未
満
の
者
に
酒
類
の
提
供
を

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
遊
興
の
内
容
」
欄
に
は
、
遊
興
の
種
類
（
ダ
ン
ス
、
シ
ョ
ー
、
生
演
奏
、
ゲ
ー
ム
等
、
こ
れ
を
行

）

う
方
法
（
不
特
定
の
客
に
見
せ
る
、
聞
か
せ
る
等
。
カ
ラ
オ
ケ
、
楽
器
等
を
利
用
し
て
遊
興
さ
せ
る
場
合

は
、
そ
の
利
用
方
法
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。

５
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
新
設
）

（
第
78
条
関
係
）

別
記
様
式
第
42号

第
号

特
定

遊
興

飲
食

店
営

業
許

可
証

氏
名
又
は
名
称

営
業
所
の
所
在
地

営
業
所
の
名
称

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
11
項
の

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
営
む
こ
と
を
許
可
す
る
。

年
月

日

印
公
安
委
員
会

□

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
新
設
）

（
第
7
8
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
3
号

（
表
）

第
号

特
定

遊
興

飲
食

店
営

業
管

理
者

証

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
所
在
地

5
4
.
0

写
真

管
理
者
の
住
所

管
理
者
の
氏
名

押
出
し

（
年

月
日
生
）

ス
タ
ン
プ

年
月

日

印
公
安
委
員
会

□

8
5
.
6

（
裏
）

備
考

備
考

図
示
の
長
さ
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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（
新
設
）

（
第
93
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
4号

受
理

認
定

そ
の
１

※
※

年
月
日

年
月
日

受
理

認
定

※
※

番
号

番
号

認
定

申
請

書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
31
条
の
2
3に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
1
0条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
申
請
し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

又
は

名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

（
ふ
り
が
な
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業

所
の

名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

許
可

年
月

日
年

月
日

許
可
番
号

相
続
承
認
年
月
日

年
月

日

合
併
承
認
年
月
日

年
月

日
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そ
の
２

営
建

物
の

構
造

業
建

物
内

の
営
業
所
の
位
置

所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
の

㎡
㎡

構
各
客
室
の

客
室
の
総
床
面
積

㎡
床
面
積

造
㎡

㎡

及
照

明
設

備
び設

音
響

設
備

備
防

音
設

備
の概

そ
の

他
要※

兼
業

※
同
時
申
請
の
有
無

①
有

②
無

※
受
理
警
察
署
長

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
４

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

記
載
す
る
こ
と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
0
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
新
設
）
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（
新
設
）

（
第
97条
関
係
）

別
記
様
式
第
46号

第
号

管
理
者
講
習
通
知
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
31条
の
23に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
2

4条
第
６
項
に
規
定
す
る
講
習
を
下
記
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
通
知
す
る
。

年
月

日

住
所

殿

公
安
委
員
会

印

管
理
者
の
氏
名

管
理
者
の
住
所

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
所
在
地

講
習
の
種
別

講
習
を
行
う
日
時

講
習
を
行
う
場
所

備
考

備
考１
管
理
者
は
、
受
講
の
際
に
は
、
こ
の
通
知
書
及
び
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
管
理
者
証
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

２
営
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
管
理
者
に
受
講
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ

の
理
由
、
当
該
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
講
習
の
10日
前
ま
で
に

に
書
面
に
よ
り
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

備
考用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
1
4
.
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
9
.
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。
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（
第
7
8条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
1号

受
理

受
理

※
※

年
月
日

番
号

深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
3
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

(ふ
り
が
な
)

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

建
物
の
構
造

建
物

内
の

営
営
業
所
の
位
置

業所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
の構

客
室

の
各
客
室
の

㎡
㎡

造
総

床
面

積
㎡

床
面
積

㎡
㎡

及び
照

明
設

備
設備

音
響

設
備

の概
防

音
設

備
要

そ
の

他

（
第
10
3
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
7号

受
理

受
理

※
※

年
月
日

番
号

深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
営
業
開
始
届
出
書

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
3
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
ま
す
。

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印○
（
ふ
り
が
な
）

氏
名
又
は
名
称

〒
（

）
住

所
（

）
局

番

(
ふ
り
が
な
)

法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

営
業
所
の
名
称

〒
（

）
営
業
所
の
所
在
地

（
）

局
番

建
物
の
構
造

建
物

内
の

営
営
業
所
の
位
置

業所
客

室
数

室
営
業
所
の
床
面
積

㎡
の構

客
室

の
各
客
室
の

㎡
㎡

造
総

床
面

積
㎡

床
面
積

㎡
㎡

及び
照

明
設

備
設備

音
響

設
備

の概
防

音
設

備
要

そ
の

他
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備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
又
は
２
階
建
等
の
別
を
、
木
造
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
４

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

記
載
す
る
こ
と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
0
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

備
考１

※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
建
物
の
構
造
」
欄
に
は
、
木
造
家
屋
に
あ
つ
て
は
平
家
建
て
又
は
二
階
建
て
等
の
別
を
、
木
造
以
外

の
家
屋
に
あ
つ
て
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
、
れ
ん
が
造
又
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
別
及
び
階
数
（
地
階
を
含
む
）
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
４

「
建
物
内
の
営
業
所
の
位
置
」
欄
に
は
、
営
業
所
の
位
置
す
る
階
の
別
及
び
当
該
階
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
「
照
明
設
備
」
欄
に
は
、
照
明
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
基
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
「
音
響
設
備
」
欄
に
は
、
音
響
設
備
の
種
類
、
仕
様
、
台
数
、
設
置
位
置
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
「
防
音
設
備
」
欄
に
は
、
防
音
設
備
の
種
類
、
仕
様
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
「
そ
の
他
」
欄
に
は
、
出
入
口
の
数
、
間
仕
切
り
の
位
置
及
び
数
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
等
を

記
載
す
る
こ
と
。

９
所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

1
0
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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（
第
7
8条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
2号

営
業

の
方

法

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

従
業
者
と
し
て
使
用

す
る
こ
と

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

客
と
し
て
立
ち
入

①
の
場
合
：
保
護
者
が
同
伴
し
な
い
18
歳
未
満
の
者
を
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ

ら
せ
る
こ
と

る
こ
と
を
防
止
す
る
方
法

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

飲
食
物
（
酒
類
を

除
く
）
の
提
供

。

提
供
す
る
酒
類
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

酒
類

の
提

供
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

遊
興
の
内
容

客
に
遊
興
を
さ
せ

る
場
合
は
そ
の
内

容
及
び
時
間
帯

午
前

午
前

時
間

帯
時

分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

当
該
営
業
所
に
お
い
て

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
飲
食
物
（
酒
類

を
除
く
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
を
記

。
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、

ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方

法
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」
欄
に
は
、
2
0
歳
未
満
の
者
に
酒
類
の
提
供
を

（
第
10
3
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
8号

営
業

の
方

法

営
業

所
の

名
称

営
業
所
の
所
在
地

午
前

午
前

営
業

時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

①
の
場
合
：
そ
の
者
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
（
具
体
的
に
）

従
業
者
と
し
て
使
用

す
る
こ
と

①
す
る

②
し
な
い

1
8
歳
未
満
の
者
を

客
と
し
て
立
ち
入

①
の
場
合
：
保
護
者
が
同
伴
し
な
い
1
8歳
未
満
の
者
を
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ

ら
せ
る
こ
と

る
こ
と
を
防
止
す
る
方
法

①
す
る

②
し
な
い

①
の
場
合
：
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

飲
食
物
（
酒
類
を

除
く
）
の
提
供

。

提
供
す
る
酒
類
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法

酒
類

の
提

供
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法

遊
興
の
内
容

客
に
遊
興
を
さ
せ

る
場
合
は
そ
の
内

容
及
び
時
間
帯

午
前

午
前

時
間

帯
時

分
か
ら

時
分
ま
で

午
後

午
後

①
す
る

②
し
な
い

当
該
営
業
所
に
お
い
て

他
の
営
業
を
兼
業
す
る

①
の
場
合
：
当
該
兼
業
す
る
営
業
の
内
容

こ
と

備
考１

「
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
飲
食
物
（
酒
類

を
除
く
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方
法
等
）
を
記

。
載
す
る
こ
と
。

２
「
提
供
す
る
酒
類
の
種
類
及
び
提
供
の
方
法
」
欄
に
は
、
営
業
に
お
い
て
提
供
す
る
酒
類
（
ビ
ー
ル
、

ウ
イ
ス
キ
ー
、
日
本
酒
等
）
の
う
ち
主
な
も
の
の
種
類
、
そ
の
提
供
の
方
法
（
調
理
の
有
無
、
給
仕
の
方

法
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
2
0
歳
未
満
の
者
へ
の
酒
類
の
提
供
を
防
止
す
る
方
法
」
欄
に
は
、
2
0
歳
未
満
の
者
に
酒
類
の
提
供
を
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別
記
様
式
第
4
9
号
（
第
1
0
9
条
関
係
）

別
記
様
式
第
4
3号
（
第
8
4
条
関
係
）

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
遊
興
の
内
容
」
欄
に
は
、
遊
興
の
種
類
（
ダ
ン
ス
、
シ
ョ
ウ
、
生
演
奏
、
ゲ
ー
ム
等
、
こ
れ
を
行

）
う
方
法
（
不
特
定
多
数
の
客
に
見
せ
る
、
聞
か
せ
る
等
。
カ
ラ
オ
ケ
、
楽
器
等
を
利
用
し
て
遊
興
さ
せ
る

場
合
は
、
そ
の
利
用
方
法
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
遊
興
の
内
容
」
欄
に
は
、
遊
興
の
種
類
（
ダ
ン
ス
、
シ
ョ
ー
、
生
演
奏
、
ゲ
ー
ム
等
、
こ
れ
を
行

）
う
方
法
（
不
特
定
の
客
に
見
せ
る
、
聞
か
せ
る
等
。
カ
ラ
オ
ケ
、
楽
器
等
を
利
用
し
て
遊
興
さ
せ
る
場
合

は
、
そ
の
利
用
方
法
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

。
５

所
定
の
欄
に
記
載
し
得
な
い
と
き
は
、
別
紙
に
記
載
の
上
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
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○
警
備
業
の
要
件
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
二
条

法
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に

第
二
条

法
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項

、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二

第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は

）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

十
～
五
十
八

（
略
）

十
～
五
十
八

（
略
）
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○
少
年
指
導
委
員
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（第９条関係）別記様式

第 号

少年指導委員証
写 真

活動区域

氏 名

（ ）年 月 日生

上記の者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の

２第１項の規定により立入りを行う少年指導委員であることを証明する。

年 月 日

公安委員会 印

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（抜粋）

第38条の２ 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認め

るときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第２項各号に掲げる場

所に立ち入らせることができる。ただし、同項第１号、第２号又は第４号から第６号までに掲げる

営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りで

ない。

２・３ 略

４ 第１項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。

５ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

一～六 略

七 第37条第２項又は第38条の２第１項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

備考 １ 表側の色彩は、縁を淡緑色、文字を黒色、地を白色とする。

２ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

8 . 5

7 . 5

5.5 4.5

（ ）表

（ ）裏

（第９条関係）別記様式

第 号

少年指導委員証
写 真

活動区域

氏 名

（ ）年 月 日生

上記の者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の

２第１項の規定により立入りを行う少年指導委員であることを証明する。

年 月 日

公安委員会 印

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（抜粋）

第38条の２ 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認め

るときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第２項各号に掲げる場

所に立ち入らせることができる。ただし、同項第１号、第２号又は第４号から第７号までに掲げる

営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りで

ない。

２・３ 略

４ 第１項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。

５ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

一～六 略

七 第37条第２項又は第38条の２第１項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

備考 １ 表側の色彩は、縁を淡緑色、文字を黒色、地を白色とする。

２ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

8 . 5

7 . 5

5.5 4.5

（ ）表

（ ）裏
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○
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
認
定
に
関
す
る
試
験
等
）

（
認
定
に
関
す
る
試
験
等
）

第
二
条

公
安
委
員
会
は
、
認
定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
申
請

第
二
条

公
安
委
員
会
は
、
認
定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
申
請

書
に
係
る
遊
技
機
（
第
十
三
条
に
規
定
す
る
遊
技
機
試
験
を
受
け
た
遊
技
機
を
除
く

書
に
係
る
遊
技
機
（
第
十
三
条
に
規
定
す
る
遊
技
機
試
験
を
受
け
た
遊
技
機
を
除
く

。
）
に
つ
き
、
当
該
遊
技
機
が
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

。
）
に
つ
き
、
当
該
遊
技
機
が
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
八
条
に
規
定

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
九
条
に
規
定

す
る
基
準
（
以
下
「
遊
技
機
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
て
い
る
か
否
か
（
第

す
る
基
準
（
以
下
「
遊
技
機
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
て
い
る
か
否
か
（
第

六
条
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類
に
該
当
す
る
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
遊
技

六
条
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類
に
該
当
す
る
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
遊
技

機
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
各
号
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に

機
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
各
号
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に

適
合
し
て
い
る
か
否
か
。
次
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

適
合
し
て
い
る
か
否
か
。
次
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
試
験
（
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類

て
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
試
験
（
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類

に
該
当
す
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
方
法
に
準
ず
る

に
該
当
す
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
方
法
に
準
ず
る

方
法
に
よ
る
試
験
。
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
に
よ
る
試
験
。
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
特
定
装
置
）

（
特
定
装
置
）

第
三
十
二
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

第
三
十
二
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
四
条
の
表
の
一
の
項
の
国
家
公
安
委
員

和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
条
の
二
の
表
の
一
の
項
の
国
家
公
安
委
員
会

会
規
則
で
定
め
る
装
置
は
、
電
動
役
物
（
役
物
（
入
賞
を
容
易
に
す
る
た
め
の
特
別

規
則
で
定
め
る
装
置
は
、
電
動
役
物
（
役
物
（
入
賞
を
容
易
に
す
る
た
め
の
特
別
の
装
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の
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
電
気
的
動
力
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
を
い
う
。

置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
電
気
的
動
力
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

じ
。
）
と
す
る
。
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○
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
等
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
等
）

第
一
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
と
す

う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項

、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二

第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は

）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

十
～
五
十
八

（
略
）

十
～
五
十
八

（
略
）
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○
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
定
め
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

め
る
違
法
な
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

め
る
違
法
な
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項

、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二

第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は

）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

十
～
五
十
八

（
略
）

十
～
五
十
八

（
略
）
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○
国
家
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
一
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

第
一
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

。
）
第
三
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項

、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二

第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は

）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

十
～
五
十
八

（
略
）

十
～
五
十
八

（
略
）
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○

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委

員
会
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
法
令
の
規
定

四

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
法
令
の
規
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

第
四
十
四
条
第
一
項

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

第
四
十
四
条

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
二
号
）

二
十
二
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
～
九

（
略
）
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○
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

九

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第

四
号
（
第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項

、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二

第
八
号
（
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は

）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

第
五
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

十
～
五
十
八

（
略
）

十
～
五
十
八

（
略
）
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○

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一

別
表
第
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

第
三
十
八
条
第
二
号
、
第
三
号
及

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

第
三
十
七
条
第
二
号
、
第
三
号
及

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国

び
第
十
一
号
（
同
条
第
二
号
及
び

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国

び
第
八
号

家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
十
一
号
に
つ
い
て
は
、
第
九
十

家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

別
表
第
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

第
三
十
八
条
第
二
号
、
第
三
号
及

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

第
三
十
七
条
第
二
号
、
第
三
号
及

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国

び
第
十
一
号
（
同
条
第
二
号
及
び

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国

び
第
八
号

家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
十
一
号
に
つ
い
て
は
、
第
九
十

家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
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¡

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
国
家
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

）

）

第
三
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

第
三
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
五
十
六
号
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
五
十
六
号
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
る
。
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
国
家
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
二
条

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則

の
規
定
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は

の
規
定
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
又
は
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

「
又
は
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
六

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
六

条
第
六
項
（
同
条
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。

条
第
六
項
（
同
条
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
第

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
第

三
十
九
号

三
十
九
号

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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